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1.  総 則 
 

1.1  目 的 
本標準は宇宙航空研究開発機構（以下、「機構」という。）種子島宇宙センター及び内之浦    

宇宙空間観測所から打上げられる機構外のロケットペイロード（以下、「ペイロード」という。）、

及びその地上支援装置（以下、「ＧＳＥ」(Ground Support Equipment)という。）の種子島宇宙

センター又は内之浦宇宙空間観測所への搬入から射場作業、打上げを経てロケットからペイロー

ドの分離までに生ずる事故等から人命及び財産を守ると共に環境を保護しスペースデブリの発生

を防止する為、契約の相手方が実施すべき安全管理及び安全設計について、統一的な要求事項を

定めることを目的とする。 
注）機構の研究開発及び受託するペイロードについては、本標準の５章、６章が適用される。 

 
1.2  適 用 

本標準はペイロード及びＧＳＥ（以下、「ペイロード等」という。）に関して、機構と契約の

相手方との間の契約書等に呼び出して適用する。 
 

1.3 契約の相手方の責任  
契約の相手方は本標準及び契約書等の要求に従い、ペイロード等に係る安全を確保するために

必要な処置をとる責任を有するものとする。  
 

1.4 テーラリング  

(1) システム安全管理要求のテーラリング 

本標準のシステム安全管理要求事項はペイロード等の特徴、特性に応じて、また国内外の実績

を評価して修整して適用することができる。この場合、機構の安全部門と修整部分及び修整理由

について協議し、テーラリングの内容等をシステム安全プログラム計画書（4.2.1項参照）に  

反映し、機構の安全審査で承認を受けること。 

(2) 安全要求のテーラリング 

システム安全プログラム計画書で適用とした安全要求（安全設計要求、運用安全要求及びスペ

ースデブリ要求）事項は、対象とするペイロード等の特徴、特性に応じて、また国内外の実績を

評価して修整して適用することができる。機構の安全部門と修整部分及び修整理由について協議

し、テーラリングの内容を表1.4-1の様式又は同等の様式で示し、システム安全プログラム計画

書に添付し、機構の安全審査で承認を受けること。 

 
2. 適用文書等 

下記の文書は本標準に規定する範囲において、この本標準の一部をなすものである。適用文書は

契約時点の最新版とする。その後、版が改められた場合は原則として新しい版を適用するものとし、

それにより難い場合は機構と協議すること。 
 

2.1 適用文書 
(1) JERG-0-001 「宇宙用高圧ガス機器技術基準」 
(2) JERG-1-007 「射場・飛行運用安全技術基準」 
(3) NPR8715.3 NASA Procedual Requirements, NASA General Safety Program Require- 
ments  Chapter 2.  System Safety 
(4) MIL-STD-461 Electromagnetic Emission and Susceptibility Requirements for the Control 

of Electromagnetic Interference 
(5) MIL-STD-882 Department of Defense Standard Practice for System Safety 
(6) JMR-003 「スペースデブリ発生防止標準」 

B 

B 

B 

B 

B 
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表 1.4-1(1/2) 安全要求に関するテーラリング申請書 様式（１） 
１．題名 

 

番号  

 

 

 

    年  月  日 

ペイロード担当組織名称 

 

 

部門名 

２．(1)対象のペイロードの名称 

 

 

(2)サブシステムの名称 

 

 

実施責任者 ｼｽ安ﾌﾟﾛ責任者* 作成 

   

３． テーラリングの対象となる適用文書名･文書番号とその安全要求の項番号 

４．テーラリング内容と適用文書の安全要求内容及び対応策の比較  

4.1安全要求内容の比較（テーラリング有りと無しの比較） 

 

 

 

 

4.2安全要求に基づく安全対策（ハザード制御）内容の比較（テーラリング有りと無しの比較） 

 

 

 

 

 

（本欄で不足の場合は次葉以降に適宜追加のこと） 

５．テーラリングを必要とする理由 

 

 

 

 

 

（本欄で不足の場合は次葉以降に適宜追加のこと） 

６．同等の安全を確保できる理由の説明 

 

 

 

 

 

 

 

（本欄で不足の場合は次葉以降に適宜追加のこと） 

判定：  承認   コメント付承認      再検討         （選択） 機構／安全部門 

理由･コメント等： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年  月  日 

注）本書はシステム安全プログラム計画書の一部をなし、記載内容はシステム安全プログラム計画書の安全審査の中で 

審査される。なお､内容については事前に機構の安全部門と調整・確認のこと。 

＊：ｼｽ安ﾌﾟﾛ責任者；システム安全プログラム責任者 
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表 1.4-1(2/2) 安全要求に関するテーラリング申請書 様式（２） 

１．題名 

    ＜テーラリングの題名＞ （続き） 

番号  

 

２．(1)対象のペイロードの名称         (2)サブシステムの名称 
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3.  用語の定義 
本標準の用語の定義を付録Ⅰに示す。 

 
 

4. システム安全プログラム管理要求 
 

4.1 基本要求事項  
契約の相手方は、ペイロード等の種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所への搬入から 

打上げを経て衛星分離の直後までの安全についてシステム安全プログラムを計画し、実行しなければ

ならない。 
本標準における基本的な要求事項は次のとおりである。 

(1) システム安全プログラムの遂行にあたっては、的確に機能する安全管理組織を確立すること。 
(2) サブシステム、コンポーネント等を含むシステムとしてのハザードを、全ライフサイクルを通

じて識別、管理し、リスクを最小化すると共に許容レベルにあることを開発の段階で確認する

こと。 
(3) ハザードを制御するため安全要求を設定するとともに、各ハザードに対して、その原因を把握

し、原因毎に対応策を講じること。 
(4) 安全設計を試験等により検証すること。 
(5) 作業手順書等に必要な安全要求が確実に盛り込まれていること、及びこれらの手順書等に基づ

いて完全に実施されていることの確認を行うこと。 
(6) システム安全プログラム活動の成果を文書化すること。 
(7) 安全デ－タを維持／管理すること。 
(8) 以上を踏まえ、システム安全を実施するための効果的なシステム安全プログラム計画書（4.2.1

項）を作成すること。全体プロジェクトのマイルスト－ンに関連付けて、システム安全プログ

ラムのマイルスト－ンを設定し、システム安全プログラムの主要な活動であるハザ－ド解析、

安全要求の設定、安全審査、管理規定／手順等の制定、報告等の実施時期、監査、作成文書の

提出時期、及び必要に応じ教育・訓練計画を明確にすること。 
 

4.2  システム安全プログラム管理 
4.2.1 システム安全プログラム計画書 

システム安全プログラム計画書の構成は表4.2.1-1の目次を標準とし、機構の安全審査を受ける 

こと。また常に最新化すること。 
システム安全プログラム計画書は、NPR8715.3、MIL-STD-882又はこれらと同等の基準に基づい

て作成されたものに本標準の要求を盛り込んだものでもよい。 
 

4.2.2 システム安全プログラム活動 
契約の相手方は、ペイロード等に係る安全を確保し、設計、製造・試験及び運用段階を通じリス

クを最小化し､許容レベルにあることを確認するため、ライフサイクルを通じてシステム安全プロ  

グラム活動を効果的に実施すること。 
なお、図4.2.4-1にライフサイクルにおけるシステム安全プログラム活動を、また以下に各段階に

おけるシステム安全プログラム活動の概要を示す。システム安全プログラム活動は遅くとも契約後、

直ちに開始すること。 
ただし、以下の項目の内、製造及び機構に搬入される前に実施される試験に関しては、そのシス

テム安全について機構の審査の対象とはしない。 
(1) 概念／予備設計段階（フェーズ０） 

a． 設計、製造・試験及び運用段階を通したシステム安全プログラム計画書を作成すること。 
b． フェーズ０ハザード解析を実施し、サブシステム、コンポーネント等を含むシステムとして

B 

 

B 

B 

B 

B 
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のハザードの識別及び対応策の検討を行い、その結果に基づき本標準の第5章及び2.1(2)項
（テーラリングがある場合はそれを含む。）の他に追加すべき安全要求の設定を行うこと。 
 なお、スペースデブリ低減は国際的な要請であるため、JMR-003を適用すること。これに

依らずに同等の基準の適用については機構と協議すること。 
 注：「ハザードの識別」は全フェーズに一貫して実施するので、4.3.1項に基づき表4.3.4-1の

ハザード識別まとめ表を設計の初期段階から作成し、設計の進捗に従って改訂していくこと。 
c． 安全要求適合マトリクスを作成し、ペイロード等の設計、製造・試験及び運用の計画が安全

要求に合致していることを確認すること。表4.2.4-3に安全要求適合マトリクスの様式を示す。 
d. フェーズ０ハザード解析で調査／検討した結果は文書化し、概念／予備設計に反映すること。 

(2) 基本設計段階（フェーズⅠ） 
a． 本フェーズの初期にフェーズ０ハザード解析の結果を見直し、安全要求の詳細化を行うこと。 
b． フェ－ズⅠハザ－ド解析を実施すること。 
c． 必要に応じ、システム安全プログラム計画書の維持／改訂を行うこと。 
d． フェーズⅠハザード解析で調査／検討した結果は文書化し、基本設計に反映すること。 

(3) 詳細設計段階（フェーズⅡ） 
a. フェーズⅡについて(2)項を繰返すこと。 
b. 安全要求適合性については設計審査において確認されるが、安全要求に合致できない事項が

生じた場合には安全要求に適合するように設計の見直しを行うこと。もし、どうしても適合

でき難い場合には残存リスクが許容できるレベルであることを明確にして安全要求適合性

詳細検討書（4.2.5項）を作成し、その内容について機構と協議して機構の承認を受けること。 
(4) 製造・試験段階（フェーズⅢ） 

a. フェーズⅢについて(3)項を繰返すこと。 
b. 全ての安全検証が終了したことを確認すること。なお、ハザードの安全検証の完了を射場の

みでしか確認できないものは、安全検証追跡ログ（表4.2.4-4、又は同等な様式）に記載して

フォローして個々に運用前にクローズし、その都度機構に提出すること。 
(5) 運用段階 

a． フェーズⅢハザード解析の結果を見直すとともに、必要に応じて射場等の運用作業手順書等

を見直すこと。 
b． 運用に係る安全について、システム安全プログラム計画書及び作業手順書等に基づき作業が

行われていることを確認すること。 
c． ハザードが新たに識別された場合は、信頼性プログラム及び品質プログラムと協調して調査

／検討を行い、必要な是正措置を行うこと。 
d. 設計変更が行われた場合は設計段階からの要求が適用されること。 
e. フェーズⅢ以降においてシステム安全に係る変更があった場合に、設計変更及び手順変更に

対する安全性の確認及び射場等作業手順書等の確認を行うこと。 
 

4.2.3 システム安全管理組織 
システム安全管理組織は、その開発プログラムの内容、規模に応じて開発プロジェクトの組織

体制との独立性を勘案して設定すること。 

システム安全管理組織の運営に関しては以下によること。 

(1) 契約の相手方はシステム安全プログラムを計画し実行するため、責任と権限、機能、指示及び

報告等を明確にしたシステム安全管理組織を設定すること。 
(2) 契約の相手方はペイロード等及び射場作業における安全管理に関して責任を持ち、システム 

安全についての知識、経験を備えたシステム安全プログラム責任者を任命すること。 
(3) システム安全プログラム責任者は、以下の権限及び責任を持つものとする。 

a. システム安全プログラム責任者の権限に応じて、システム安全プログラム計画書を制定又は

作成すること。 B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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b. システム安全プログラムの実行に必要な管理要領を設定すること。 
c. 仕様書、手順書等について安全に関する審査を行うこと。 
d. ハザード解析及び安全審査を推進すること。 
e. 安全データの維持、管理及び有効利用を図ること。 
f. 安全に係る重要な問題点について、関係部門と調整し解決を図ること。 
g. ペイロード等の開発の実施責任者に対し、安全に関する報告及び勧告を直接行えること。 
h. 安全要求及び安全に係る手順から逸脱するプロジェクト活動及びプロジェクト文書の制定／

改訂を阻止及び中止できること。 
i. 確立した作業手順から逸脱する安全上クリティカルな運用を中断し、是正できること。 
j. 安全管理に関し、機構との窓口となること。 
 

4.2.4 安全審査 
安全審査の目的は、ペイロード等に関係して識別されたハザードに応じて設定された安全要求、

及びそれに対する適合性を確認するとともに、ハザード及びハザード原因の識別、制御、その検証

方法、更には検証結果の妥当性及び除去しきれないリスク（残存リスク）最小化の内容や許容性を

評価することである。 
契約の相手方は4.2.2項に要求する活動が確実に実施され、設計に適切に反映され、かつ必要な安

全データが整備されていることを確認するため、以下により各フェーズごとに安全審査を実施する

こと。安全審査プロセスの概要を表4.2.4-1に示す。 
(1) システム安全プログラム責任者又は選出された者が安全審査を主催し、ペイロード等のシス

テム安全が適切に実施され、その実施目的が達成されていることを確認すること。 
(2) ペイロード等の各開発段階毎に、原則としてフェーズ０､及びフェーズⅠ～Ⅲ安全審査を４回

実施すること。 
 なお、システムの規模や国外での実績等により、各フェーズ安全審査は機構と調整のうえ、

統合して実施することができる。また、各フェーズ安全審査は、機構と調整のうえ全体マイル

ストーン審査に含め実施することができる。 
(3) 安全審査実施要領書を定め、それに基づき実施すること。安全審査の概要として各安全審査

の実施時期、審査の主目的、審査文書、及び各開発段階での主要なシステム安全プログラム  

活動を図4.2.4-1に示す。 
(4) 各安全審査の審査文書、議事録、アクションアイテム表、及び必要な補足説明資料等は安全

デ－タパッケ－ジとして取り纏め、各安全審査終了後速やかに機構担当部門へ提出し、機構の

安全審査を受けること。 
(5) 射場でしか確認できないためフェーズⅢ安全審査で完了しなかったハザードの安全検証完了

の確認に関しては、全てをクローズさせた安全検証追跡ログ（4.2.2 (4)項）をペイロード等  

安全要求適合証（表4.2.4-2）とともに、機構の最終確認審査の前に機構に提出すること。 
契約の相手方は射場作業における安全管理実施状況について、この安全活動を含めて機構の

最終確認審査で報告し、安全審査を受けること。 
 
 
4.2.4-1 フェーズ０安全審査  

フェーズ０の安全審査の目的は、概念／予備設計段階におけるペイロード等の、下記(1)項に規定

する審査データの作成過程で生じた問題点を明確にし、次フェーズ以降で処置すべき事項について

方針を決定することである。 
なお、フェーズ０の安全審査は非公式なものでもよく、技術調整会等の形で実施してもよいが、

機構の安全審査を受けること。 
(1) 審査データ要求  
フェーズ０安全審査には、以下の審査データが要求される。 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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a．概念／予備設計段階のペイロード等の説明及びペイロードのミッションシナリオ 
b．安全上クリティカルなサブシステムとその運用の説明 
c．射場作業のシナリオ 
d．安全要求適合マトリクス（表4.2.4-3の様式を用いて、安全要求に対する適合の状態を示し、

補足説明資料を含むこと。） 
e．ハザード識別まとめ表（表4.3.4-1に示す様式による。補足説明資料を含むこと。） 
f.．ハザードレポート起草が要求されないハザードの制御・検証方法、ハザードと識別しなかっ

た安全上の懸念事項等についての説明資料（ハザード解析表（表4.3.3-1に示す様式による）、

または任意の様式） 
g．フェーズ０ハザードレポート（必須ではないが初期フェーズからの準備が望ましい。） 
・スタンダードハザードレポート様式（添付１による）に示される制御・検証手段を適用可能

なハザードは、スタンダードハザードレポート様式を用いることができる。これによること

ができないハザードはユニークハザードレポート（表4.3.4-2に示す様式による）を用いる。 
 

(2) フェーズ０安全審査の主な議事内容  
フェーズ０安全審査を行う場合の主な議事内容を以下に示す。 
a．ペイロード等の概念／予備設計及び射場作業の概要説明  
b．安全上クリティカルなサブシステムの説明 
c．ハザード識別の網羅性やハザードの原因に漏れが無いことの確認 
d．適用する安全要求事項（テーラリングがある場合はそれを含む。）及びハザード解析に   

基づき追加した安全要求事項の妥当性の確認 
 

4.2.4-2 フェーズⅠ安全審査 
フェーズⅠ安全審査ではペイロード等の基本設計及び射場作業のシナリオが本標準の要求を 

満足し、ハザード解析結果が問題ないことを公式に審査すること。 
ハザード解析に関して、特に下記の事項を審査すること。 
a．全てのハザードと、その原因が識別されていること。 
b．全てのハザードに対しその原因を除去、減少又は制御する手段が適切に設定されていること。 
c．安全を検証する手段が適切に設定されていること。 
 

(1) 審査データ要求 
フェーズⅠ安全審査に要求される審査データを以下に示す。（設計審査に含めて安全審査が実施

される場合には重複するデータは省略してよいが、どこに必要なデータが記述されているか明確に

すること。以下同様。） 
a. 最新のペイロードの説明及びペイロードのミッションシナリオ 
b. ペイロード等及び関連する射場作業について、最新の安全上クリティカルなサブシステム／

コンポーネントとその運用の説明（説明には識別された安全上の特徴、インヒビット等が  

示されたスケマティック及びブロック図を含むこと。） 
c. 最新の射場作業シナリオ 
d. 火工品データ、及び火工品に対するRFハザード解析結果 
e. 最新の安全要求適合マトリクス（補足説明資料を含むこと。） 
f. 最新のハザード識別まとめ表（表4.3.4-1に示す様式による。補足説明資料を含むこと。） 
g. ハザードレポート起草が要求されないハザードの制御・検証方法、ハザードと識別しなかっ

た安全上の懸念事項等についての説明資料（ハザード解析表（表4.3.3-1に示す様式による）、

または任意の様式） 
h.最新のハザードレポート 
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・スタンダードハザードレポート様式（添付１による）に示される制御・検証手段を適用可能

なハザードは、スタンダードハザードレポート様式を用いることができる。これによること

ができないハザードはユニークハザードレポート（表4.3.4-2に示す様式による）を用いる。 
i.FTA(Fault Tree Analysis)、ＳＣＡ(Sneak Circuit Analysis)などの結果（必要なものについて） 

 
(2) フェーズⅠ安全審査の主な議事内容   

フェーズⅠ安全審査の主な議事内容を以下に示す。 
a. 最新のペイロードプログラム･ マイルストーン、スケジュールの検討  
b. ペイロード等の基本設計及び射場作業シナリオの概要説明  
c. 最新の安全上クリティカルなサブシステムの説明  
d. 安全要求事項に対する適合性についての評価の説明 
e. フェーズⅠハザード解析結果  
f. フェーズⅠハザードレポートの処置の決定 

 
4.2.4-3 フェーズⅡ安全審査 

フェーズⅡ安全審査ではペイロード等の詳細設計及び射場作業シナリオが本標準の要求を満足

し、ハザード解析結果が問題ないことを公式に審査すること。 
ハザード解析に関して、特に下記の事項を審査すること。 
a．全てのハザードが識別されていること。 
b．ハザードを除去、減少又は制御するための手段が明確になり、またその手段が実行されてい

ること。 
c．特定の安全検証方法（すなわち試験計画、解析手段及び検査要求事項等）が決定されている

こと。 
d．フェーズⅠ安全審査で示されなかったペイロード／ＧＳＥインタフェース、射場作業、手順

及びその実施時期についてハザードを評価すること。 
 
ペイロードインタフェースはロケットとペイロード間、ペイロードシステムを構成するサブシス

テム／コンポーネント間及びペイロードと関連するＧＳＥ及び射場施設・設備間を含めて評価する

こと。新たに識別されたハザードは追加のハザードレポートを作成すること。 
なお、ハザード解析においてはサブシステム、コンポーネントのハザードを反映して、システム

としてのハザードレポートとすること。 
 

(1) 審査データ要求 
フェーズⅡ安全審査に要求される審査データを以下に示す。 
a．最新のペイロードの説明及びペイロードのミッションシナリオ 
b. ペイロード等及び関連する射場作業について、最新の安全上クリティカルなサブシステム／

コンポーネント及びその運用の説明（説明には識別された安全上の特徴、インヒビット等が

示されたスケマティック及びブロック図を含むこと。特に電気スケマティックについては、

要求される数のインヒビット及び制御の必要な数、及びそれらが互いに独立であることが 

明確に識別出来なければならない。） 
c. ペイロード等について安全上クリティカルなサブシステム／コンポーネントの図及び必要な

応力解析結果 
d. 最新の射場作業シナリオ 
e. 全ての危険作業手順書のリスト、及びその安全対策手順概要 
f. 最新の火工品データ、及びRFハザード解析結果（5.5.6項参照） 
g. 安全に影響を及ぼす不具合及び事故（以下、「事故等」という。）のリスト 
h. 最新の安全要求適合マトリクス（補足説明資料を含むこと。） 
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i. ハザード識別まとめ表（新たなハザードが識別された場合に限る。補足説明資料を含むこと。） 
j. ハザードレポート起草が要求されないハザードの制御・検証方法、ハザードと識別しなかっ

た安全上の懸念事項等についての説明資料（ハザード解析表（表4.3.3-1に示す様式による）、

または任意の様式） 
k.最新のハザードレポート 
・スタンダードハザードレポート様式（添付１による）に示される制御・検証手段を適用可能

なハザードは、スタンダードハザードレポート様式を用いることができる。これによること

ができないハザードはユニークハザードレポート（表4.3.4-2に示す様式による）を用いる。 
l.最新のＦＴＡ、ＳＣＡなどの結果（必要なものについて） 
m.フェーズⅠのアクションアイテムの処置状況 

 
(2) フェーズⅡ安全審査の主な議事内容    
フェーズⅡ安全審査の主な議事内容を以下に示す。 
a．フェーズⅠ審査のアクションアイテムの処置状況 
b．フェーズⅠ審査以降の設計変更部分に重点を置いたペイロード等の概要説明 
c．ペイロード等の最終設計に反映すべき最新の安全要求事項の適合性の評価（もし不適合の場

合は、それを除去する手段を示すこと。もし除去出来ない場合は、それが受入れ可能である

ことを示す根拠を提示すること。） 
d．フェーズⅡハザード解析結果 
e．フェーズⅡハザードレポートの処置の決定 

 
4.2.4-4 フェーズⅢ安全審査 

フェーズⅢ安全審査ではペイロード等の最終的な設計、製造結果及び射場作業が本標準の安全 

要求を満足し最終的なハザード解析結果が問題なく、安全検証が完了していることを審査すること。  
 なお、射場でしか実施できないためにフェーズⅢ安全審査時においてクローズしていない検証 

事項については4.2.4 (5)項の要求に従うこと。 
また、機構の安全審査においてペイロード等を種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所に

搬入し、射場作業を開始してよいことを決定する。 
更に、機構のフェーズⅢ安全審査にかけた内容の変更や追加事項等が発生した場合は、機構と  

協議し、必要に応じてフェーズⅢ後の安全審査を実施すること。 
 
(1) 審査データ要求 
フェーズⅢ安全審査に要求される審査データを以下に示す。 
a. 最終的な完成状態のペイロードの説明及びペイロードのミッションシナリオ 
b. ペイロード等及び関連する射場作業について安全上クリティカルなサブシステムの最終的な

コンフィギュレーション及びそれらの最終的な運用の説明（説明には識別された完成状態の

ペイロードの安全上の特徴、インヒビット／制御方法が示されたスケマティック及びブロッ

ク図を含むこと。） 
c. ペイロード等について安全上クリティカルなサブシステム／コンポーネントの最終的な図 

及び必要な応力解析結果 
d. 最終的な射場作業シナリオ 
e. 全ての最終的な危険作業手順書のリスト、及びその安全対策手順概要 
f. 最終的な火工品のデータ、及びRFハザード解析結果（5.5.6項参照） 
g. ペイロード等の製作、試験及び検査において発生した事故等の内、ロケット又は施設設備等

の機構財産に影響を与えると判断される事故等のサマリ及びそれらの安全評価 
h. ペイロード等及び射場作業の安全に関する安全検証追跡ログ（表4.2.4-4に示す様式による。）  
i. ペイロードの全ての圧力容器について加圧履歴、流体への曝露及びその他の適用される  
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データを記した圧力容器ログブックを持っていることの確認 
j. 最終的な安全要求適合マトリクス（補足説明資料を含むこと。） 
k. ハザード識別まとめ表（補足説明資料を含むこと。新たなハザードが識別された場合に限る。） 
l. ハザードレポート起草が要求されないハザードの制御・検証方法、ハザードと識別しなかっ

た安全上の懸念事項等についての説明資料（ハザード解析表（表4.3.3-1に示す様式による）、

または任意の様式） 
m.最新のハザードレポート 
・スタンダードハザードレポート様式（添付１による）に示される制御・検証手段を適用可能

なハザードは、スタンダードハザードレポート様式を用いることができる。これによること

ができないハザードはユニークハザードレポート（表4.3.4-2に示す様式による）を用いる。 
n.最終的なＦＴＡ及びＳＣＡなどの結果（必要なものについて） 
o.最終的な安全要求適合性詳細検討書（表4.2.5-1に示す様式による。）（フェーズⅢ安全審査の

終了前に処置されること。） 
p.フェーズⅡアクションアイテムの処置状況 
 

(2) フェーズⅢ安全審査の主な議事内容 
フェーズⅢ安全審査の主な議事内容を以下に示す。 
a．フェーズⅡ審査以降のアクションアイテムの処置状況 
b．フェーズⅡ以降の設計変更及び安全検証に重点を置いたハザード解析の説明 
c．安全要求に対する完成状態のペイロード等の適合性の最終評価（もし不適合がある場合、  

安全要求適合性詳細検討書はフェーズⅢ安全審査の前に機構による承認を受けること。） 
d. 全てのフェーズⅢハザードレポートに対する処置の決定 
e. 全ての疑義、要処置事項等に対する処置 
（これらに対しては表4.2.4-4に示す様式による安全検証追跡ログに記録し、最終的な検討を 

行って解決を図り、以前のアクションアイテムはフェーズⅢ安全審査終了前に処置を完了する 

こと。） 
 

表4.2.1-1 システム安全プログラム計画書 目次の標準 
 

項目 備考 該当項 

1. 総則   

1.1 目的   

1.2 適用範囲 
 

シリーズ／再飛行ペイロードの場合は

適用範囲の他実施内容の各項に亘り、そ

の取扱いを明確にすること。 

4.2.6 

2. 関連文書 
適用文書、参考文書を示すこと。 

  

3. 実施内容   

3.1 組織と体制 
(1) プロジェクトマネージャ、システム安全プログ

ラム責任者、担当者、関連部門を明示すること。 
(2) 関連部門を含めシステム安全管理組織を図示 

すること。 

 
供給業者と直接取引する場合は、その 

システム安全プログラム管理について

も記述すること。 

4.2.3 

3.2 システム安全審査の方法  4.2.4 
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3.3 各開発段階におけるシステム安全業務 
(1) 開発段階ごとにハザード解析、安全要求及び 
  システム安全審査等について規定すること。 
(2) システム安全プログラムマイルストーンに 

上記各業務の実施時期を図示すること。 

  
表4.2.4-1 
 
図4.2.4-1 

3.4  ハザード識別  4.3.1 

3.5 リスク評価   4.3.2 

3.6 ハザード解析   4.3.3 

3.7 安全要求 
(1) 適用文書等 
(2) 適用文書に対する明確な非該当項目、事前調整

によるテーラリング項目等（＊） 
(3) ハザード解析に基づく追加要求 

官庁への法定手続きを実施する場合の国内法規 

対応方法 等 

 
 

4.2.2等 

3.8  安全検証  4.3.5 

3.9  教育・訓練  4.2.7 

3.10 事故等の調査と報告  4.2.8 

4.  作成文書及び安全デ－タ  4.4 

＊：テーラリング項目がある場合は、表1.4-1に示す様式に記載して示すこと。
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表4.2.4-1 安全審査と各開発段階におけるシステム安全活動の概要 

 
安全審査 審査実施時期 審査の主目的 各開発段階での主な安全活動 

フェ－ズ０ 
 安全審査  
 （注１） 

概念／予備設計

完了時 
ハザ－ド及びハザ－ド原因

の確認 
適用する安全要求の確認 
（テーラリング、ハザード解

析による追加要求がある場

合はそれを含む） 
 

フェ－ズ０ハザ－ド解析として、ハザ－ド

の識別、その原因の識別及びその対応策 

(ハザード解析表（表 4.3.3-1）参照)    
安全要求の初期設定及び安全要求設定 

フェ－ズⅠ 
 安全審査  
 
 

基本設計審査時 
（PDR 時） 
 
 

ハザ－ド及びハザ－ド原因

の確認 
ハザ－ド制御方法の確認 
検証方法の確認 
必要に応じて詳細化された

安全要求の確認 

フェ－ズ０ハザ－ド解析結果を見直し、 

必要に応じて安全要求を詳細化 
フェ－ズⅠハザ－ド解析として、 

ハザ－ド識別 
ハザ－ド原因の識別 
ハザ－ド制御方法の検討 
検証方法（概要）の検討 

上記解析結果に基づき詳細な安全要求の 

見直し 
    

フェ－ズⅡ 
 安全審査  
    
 

詳細設計審査時 
（CDR 時） 
 
 

ハザ－ドの制御方法が設計

上実現されていることの 

確認 
検証方法の詳細が設定され

ていることの確認 
 
 

フェ－ズⅠハザ－ド解析結果の見直し 
フェ－ズⅡハザ－ド解析として、 
ハザ－ドの制御方法の詳細設計への反映 
検証方法の詳細検討 
必要に応じハ－ドウェア、ソフトウェアの

安全確認試験 
運用提案及び詳細な安全要求の見直し 
安全検証が製造手順書及び試験手順書等に

反映されていることの確認 
 

フェ－ズⅢ 
 安全審査 
    
 

機構の 
開発完了審査時 

検証が完了していることの

確認 
アクションアイテムが全て

クロ－ズしていることの 

確認 
 

製造及び試験結果のハザ－ド検証との整合

性評価／確認 
安全検証が、運用に係る作業手順書等に 

反映されていることの確認 
デビエーション／ウェーバの処理状況の 

確認  
   

注１）契約の相手方のフェ－ズ０安全審査は、通常ワ－キンググル－プミ－ティングの形式等で実施

される非公式な安全審査でもよい。      
 
 

B 

B 
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            実施年月(西暦) 

 
開発段階 

システム安全プログラム活動 

 
 
概念／予備設計 
（フェーズ０） 

 
 

基本設計 
（フェーズⅠ） 

 
 

詳細設計 
（フェーズⅡ） 

 
 

製造・試験 
（フェーズⅢ） 

 
 

運用 

 
 

備考 

 
全体 

マイルストーン 

 

契約の相手方 

予備設計審査 
（DDR） 

▽ 

     基本設計審査 
          （PDR） 
               ▽ 

     詳細設計審査  
          （CDR） 
               ▽ 

 認定試験後審査又は出荷前審査 

（PQR又はPSR） 
 

   ▽ 
              

 

 
システム安全プログラム計画書 

       作成 審査 
       ▽   ▽ 

維持/改訂 
  ▽ 

維持/改訂 
  ▽ 

維持/改訂 
  ▽ 

維持/改訂  
▽   

 

 
安全審査（契約の相手方） 

 
（機構） 

ﾌｪｰｽﾞ0安全審査 
          ▽  

 
▽ 

  ﾌｪｰｽﾞⅠ安全審査 
▽    

 
▽  

  ﾌｪｰｽﾞⅡ安全審査 
             ▽  

 
▽  

     ﾌｪｰｽﾞⅢ安全審査 
                 ▽  

 
▽  

ﾌｪｰｽﾞⅢ後の安全審査 
▽（必要に応じ） 

最終確認 
 審査▽ 

 
 

 
ﾌｪ-ｽﾞ0ﾊｻﾞ-ﾄﾞ解析 
     

 同左見直し 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ハザ－ド解析 
 
 

ﾌｪ-ｽﾞⅠﾊｻﾞ-ﾄﾞ解析 
     

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 ﾌｪ-ｽﾞⅡﾊｻﾞ-ﾄﾞ解析 

    

同左見直し(必要に応じ) 

ﾌｪ-ｽﾞⅢﾊｻﾞ-ﾄﾞ解析 

 
 
 

 同左見直し 

 

 

安 全 要 求 安全要求初期設定 
▽   安全要求設定 
        ▽ 

（ 必 要 に 応 じ て ）  

要求の詳細化 見直し 
▽     ▽ 

     
 

 
 

 
 

    
作業手順書等 

 
 

 
 

 
 

作成 
(製造・試験作業手順書、 

 
運用作業手順書等） 

 

図4.2.4-1 ライフサイクルにおけるシステム安全プログラム活動 様式 

B 

B 

1
2 
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表4.2.4-2 ペイロード等安全要求適合証 様式 

 

                         ペイロード安全要求適合証 

 

 
                                                           

                              （ペイロード名） 

 

                    は、ここに以下を保証する。 

       （契約の相手方名） 

 

 

      本ペイロードが JMR-002（最新版）5章、JERG-1-007（最新版）4章及び 

       JMR-003（最新版）5章の全ての要求を満足していること。 

 

 

     承認されたウェーバ／デビエーションは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     署名欄：                                      

         （契約の相手方）                日付 

 

 

 

B 
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表4.2.4-3 安全要求適合マトリクス 様式 

 

（安全要求の文書名、改定符号付き文書番号） 適 

合 

不

適

合 

N
／

A 

プログラム名称； 

項目 要 求 事 項 結 果 備 考 

       

 

B 

1
4 

 



  
JMR-002B 

15 

 
                      表4.2.4-4 安全検証追跡ログ 様式                  ページ  ／   

システム等の名称；                                              作成/改訂日；      
 

ログ

番号 

 
ハザード 
レポート 
番号 

 
安全検証番号 

 
検証アイテム／検証確認方法 

 

 
射場等の運用

に対する制約 

 
完 了 
予定日 

 
完了日 

 
検証確認結果 

備考 
（手順書番号

／タイトル） 
 

         

B 

1
5 
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4.2.5 安全要求適合性詳細検討書 
契約の相手方はペイロード等が本標準の５章、2.1(2)項「射場・飛行運用安全技術基準」４章及び

2.1(6)項「スペースデブリ発生防止標準」5章（事前にテーラリング等で修整した安全要求を含む）に

示される要求事項に合致できない場合には機構と協議の上、安全要求適合性について詳細に検討し、

安全要求適合性詳細検討書（表4.2.5-1に示す様式参照）にその検討内容を示し、機構の安全審査で  

デビエーション／ウェーバの承認を受けること。 
検討内容は安全要求適合マトリクス及び､残存リスクが図4.3.2-1のハザードレポート作成の範囲に

該当する場合にはハザードレポートにも反映すること。 
 

4.2.6  シリーズペイロード／再飛行ペイロードに関する適用 
4.2.6.1 シリーズペイロード 

過去に種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所から打上げられたペイロード（ペイロード 

エレメントを含む）と同一又は類似の設計のペイロードを打上げる場合、契約の相手方は以下を実施

すること。 
a. 本標準等適用文書や安全要求に関して、適用する版の新旧相違等による影響評価を行うこと。 
b. 運用目的変更に伴う改造及び技術革新に伴う改善等、シリーズとしての同一性、あるいは相違点を

明確にし、必要なハザード解析を行うこと。 
c. 過去の打上げでウェーバが認められたものでも、改善が図られていないものは安全要求適合性詳細

検討書（4.2.5項）を再提出すること。 
d. 安全審査を行うこと。 
e. 以上の計画を含め、システム安全プログラム計画書を作成又は改訂した上で、機構と事前に協議す

ること。 
 

4.2.6.2  再飛行ペイロード 
過去に種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所から打上げられたペイロード（ペイロード 

エレメントを含む）が再度打上げられる場合、保管条件、有効寿命品目の処置、改修の内容等を明確

にし、安全審査により安全の確認を行うこと。 
契約の相手方は4.2.6.1項のデータに加え、以下のデータを追加提出すること。 

a. 有効寿命品目の評価 
b. 保全、構造検査、改修の説明と安全への影響の評価 

 

4.2.7  教育と訓練 
契約の相手方は種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所内で実施するペイロード等の開梱、

点検、組立試験、ＧＳＥのセットアップ及び取扱い、保安物の取扱い、高所作業等に従事する要員に

対し、作業に先立ち作業の安全確保の観点から教育訓練を実施すること。 
要員に対する教育訓練は契約の相手方が訓練計画書を準備し、これに基づき実施すること。 
これらの訓練には次のことを考慮すること。 

(1) 訓練を必要とする設備、作業、支援作業を識別すること。 
   なお、識別された作業のうち、2.1(2)項「射場・飛行運用安全技術基準」に記された機構の行う   

射場作業者に対する安全教育訓練内容に含まれる事項は除く。 
(2) 資格の必要性の有無を明らかにすること。 
(3) 教育・訓練計画には次のことが含まれていること。 

a．ハザードの分類、原因、予想される事故、防止策、制御方法 
b．手順書、点検表、緊急措置手順等 
c．安全装置、保護装置、監視装置、警報装置などの機能と操作 
 ただし、これらの装置のうち、機構の施設、設備に属するものは除く 
d．人的過誤（ヒューマンエラー）の防止策 

(4) 教育訓練対象者は契約の相手方とその関係者に留まらず、ペイロード等の特殊性等で教育訓練が 

必要と認められる場合は機構職員とその関係者を含むこと。（システム安全プログラム計画書に  

その旨記載すること。） 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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(5) 訓練参加者及び結果の記録を作成すること。 
 

4.2.8 事故等の調査と報告 
4.2.8.1 事故等の調査 

契約の相手方はペイロード等が種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所に到着後に事故等が

発生した場合、調査を実施し必要な記録及びデータを機構担当部門に提出すること。 
 

4.2.8.2  事故等の報告 
契約の相手方は以下の対応をしなければならない。 

(1) 機構敷地内での人員の負傷若しくは死亡及び物損事故、機構敷地内外の環境へ著しい影響を与える

事故、及び第三者に影響を与えた事故について機構担当部門に対して直ちに報告すること。 
報告書は提出時における機構の最新の様式に記載し、5作業日以内に機構担当部門に提出すること。 
詳細な報告が要求される場合は、事故等の発生日から30日以内に提出すること。 

  また、何らかの要因が加われば上記事故につながる恐れのあるヒヤリ・ハット（危うく事故等に  

なりそうになった事象）が発生した場合は、その発生状況、原因等を調査及び確認し、再発防止対策

を検討したうえで、提出時における機構の最新の様式に記載して機構担当部門に報告すること。 
(2) 種子島宇宙センター又は内之浦宇宙空間観測所への搬入前に発生した安全上クリティカルな事故等

については、射場においても類似の工程が有る場合はその発生の状況、原因等を調査及び確認し、  

機構担当部門に報告すること。 
また、何らかの要因が加われば上記事故につながる恐れのあるヒヤリ・ハットが発生した場合は、

その発生状況、原因等を調査及び確認し、再発防止対策を検討したうえで機構担当部門に報告する  

こと。 

B 

B 

B 

B 
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表 4.2.5-1 安全要求適合性詳細検討書 様式 
 

適合性詳細検討項目名称 

 

番号  日付  

契約の相手方の名称、部門名 

 ペイロードの名称 

 

開発実施責任者 

 

 

 

システム安全 

プログラム責任者 

 

 

作成 

 

 

 処置；     

（該当する 

方に○） 

 

・デビエーション（適合） 

・ウェーバ 

適用する安全要求 

 

 

 

 

要求事項に合致できない内容 

 

 

 

 

 

 

安全要求に合致できない理由 

 

 

 

 

 

（本欄で不足の場合は添付等で説明のこと） 

安全要求対象ハザードへの対応策 （対応するハザードレポートの番号；      ） 

 

 

 

 

 

 

 

（本欄で不足の場合は添付等で説明のこと） 

判定 
 

 機構／安全部門 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

・契約の相手方の場合は機構に提出すること。 

・補足資料、データ等を添付のこと。 

B 

B 

B 
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4.3  ハザード解析 

4.3.1  ハザード識別 

(1) 被害の度合い(Severity)   
被害の度合いは表4.3.1-1に示す通り被害の度合いⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣで表し、これらは人的過誤、

環境条件の厳しさ、設計の不適切、手順の欠陥、システム、サブシステム又はコンポーネント等の

欠陥や機能不良等から予想される最悪結果についての判断基準を示すものであること。 
 

表4.3.1-1  被害の度合い 
被害の度合い 用 語 説 明 

Ⅰ 破局 
(Catastrophic) 

第三者の死亡や重度の人的被害（永久的な人的障害を含む）、

要員の死亡や重度の永久的な人的障害、公共や第三者の私有

財産の喪失や重大な損傷、システム（ロケット、ペイロード

等）や射場施設の喪失、又は深刻な環境への影響をもたらす

ものをいう。 
Ⅱ 重大 

(Critical) 
第三者の軽度の人的被害、要員の重度の人的被害、公共や 

第三者の私有財産の軽度の損傷、システム（ロケット、ペイ

ロード等）や射場施設の重大な損傷、又は重大な環境への 

影響をもたらすものをいう。 
Ⅲ 限界・局所的 

(Marginal) 
要員の軽度の人的被害、システム（ロケット、ペイロード等）

の軽度の損傷、又は軽度の環境への影響をもたらすものを 

いう。 
Ⅳ 無視可能 

(Negligible) 
要員の軽度の人的被害やシステム（ロケット、ペイロード等）

の軽度の損傷、又は軽度の環境への影響をもたらさない程度

のものをいう。 
 
 

(2) 発生の可能性 
システム、サブシステム又はコンポーネント等の計画されたライフサイクルにおける被害発生の

可能性は、それらの作動時間、作動回数、関与する人数、作業回数等の一定の単位に対する潜在   

発生可能数として表すことができる。 
そのほか、発生の可能性を定性的に表すこともでき、その例を表4.3.1-2に示す。これらは過去の

類似システム等の安全データを解析することにより導き出すことができる。 
 

表4.3.1-2 発生の可能性 
発生の可能性 説  明 

Ａ しばしば発生する 

(Frequent / Likely to occur immediately）  

Ｂ たまに発生する             

（Probable / Probably will occur in time）  

Ｃ まれに発生する             

（Occasional / May occur in time）      

Ｄ ほとんど発生しない           

（Remote / Unlikely to occur）        

Ｅ ほとんど全く発生しない          

（Improbable / Improbable to occur)     

    

 

B 

B 
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4.3.2  リスク評価 
リスク許容判定基準は図4.3.2-1によること。ただし、契約の相手方が同等の基準を提案する場合

は機構と協議し、合意がなされた場合は、それをもってリスク許容判定基準とすることができる。 
なお、残存リスクは単にリスク許容判定基準内に収まっていれば良いとするものではなく、制約

条件の下で最大限の努力をして、その低減に努めること。 
  

 発生の可能性 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

 
被害の度合い 

I      
Ⅱ      
Ⅲ      
Ⅳ       

 
 

       
注)①許容可否判断要についてはリスクの低減に最大限の努力を払った場合許容の可能性あり。 

②発生の可能性のレベルは、ハザードの制御がなされ後のものであること。 
③ハザードレポート作成の範囲外にあるハザードについては作成範囲外となる根拠を  

ハザード解析表（表4.3.3-1を参考）等で明確にしておくこと。 
④ハザードの制御前の被害の度合いがⅠ又はⅡのハザードについては、制御により上記ハザ

ードレポート作成の範囲外となった場合においても原則としてハザードレポートを作成

すること。  
図4.3.2-1  リスク許容判定基準 

 
 

4 3.3 各フェーズにおけるハザード解析 
契約の相手方は設計段階初期からハザード解析を行い、ハザードを識別するとともに安全要求を

設定しそれらを設計、手順、運用等へ反映させること。 
このハザード解析結果は安全データパッケージに取り纏め、4.2.4項に示す安全審査の審査資料と

すること。従ってハザード解析は安全審査のフェーズに対応して、以下に示すフェーズ０～Ⅲの   
各段階において実施すること。 
 なお、設計変更等が生じた場合、ハザード解析を見直すこと。  

 
(1) フェーズ０ハザード解析（概念／予備設計段階）  

フェーズ０ハザード解析は概念／予備設計段階において実施し、ハザード及びハザード原因の 

識別、並びに対応策の検討を行いハザード解析表（表4.3.3-1を参照）に纏めるとともに、安全   

要求の設定を行うこと。その内容は次のとおりである。 
a. システムの運用において考えられるハザードを有する部位、場所を明らかにすること。 
b. 使用予定材料、部品等で特にハザードを有する物質を識別すること。 
c. 試験、運搬、取扱い、運用等で考えられるハザードを明確にすること。 
d. インタフェースに関する安全上の問題を明確にすること。 
e. ハザードに対して予想される事故等の程度を明らかにし、ハザードの原因、その対応策を設定

し、ハザード解析表に記載すること。 

 
(2) フェーズⅠハザード解析（基本設計段階） 

フェーズⅠハザード解析は基本設計段階においてフェーズ０ハザード解析で識別したハザード

 ：ハザードレポート作成の範囲  
 
 ：許容できない  ：許容可否判断要（注）  

B 

B 

B 

B 

：許容範囲 
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に基づき、より詳細にハザード解析を行い、ハザ－ドの識別、影響の及ぶ範囲、対応策を明らか

にするとともに設定すること。 
また、4.3.2項でハザードレポート作成範囲に該当すると分類された範囲のハザードについては

ハザードレポートを作成し、フェーズの進展に伴って見直すこと。 
その内容は次のとおりである。 

a. ハザード原因の識別をするとともに、ハザードの除去策又は制御策が適切に設定されている  
こと。 

b. システム、サブシステム等の接続についてはインタフェースに関係するハザード解析を実施す

るとともに、設計の改善と安全について必要なトレードオフを行い最適条件を定めること。   

なお、ハザード解析においてはサブシステム、コンポーネントのハザードを考慮し、システム

としてのハザードレポートとすること。 
c. リスクの大きいハザ－ドについてはＦＴＡ(Fault Tree Analysis)、必要に応じてＳＣＡ(Sneak 

Circuit Analysis)、及びＥＴＡ(Event Tree Analysis)等を行うこと。 
d. ハザード解析はＦＭＥＡ(Failure Mode and Effects Analysis)と相互チェックを行い、漏れを 

防ぐこと。 
e. 解析結果に基づき、安全に関係する設計上の制約条件等について考慮しつつ、必要な改善策を

設計に反映させること。 
f. 安全の改善、是正は適正な方法で実施できるよう明確にしておくこと。 

 

(3) フェーズⅡハザード解析（詳細設計段階） 
フェーズⅡハザード解析は詳細設計段階において、フェーズIハザード解析の結果を設計の進展

に伴って見直すことにより安全の詳細評価を行うもので、その内容は次のとおりである。 
a. ハザードの除去、制御に関する提案処置内容が明確になり、設計上実現されていること。 
b. 必要に応じてＦＴＡ、ＳＣＡ、及びＥＴＡ等の結果を見直すこと。 
c. 安全上クリティカルな部品や材料等について事故発生頻度を低下させるべき適正な手段を選定

すること。 
d. 安全上クリティカルとなる技術、設計、製造、試験、運用等、及びそれらが影響する範囲に   

ついて文書化し、安全の維持、改善に反映させること。 
e. 検証手段を明示すること。 

 

(4) フェーズⅢハザード解析（製造・試験段階） 
フェ－ズ Ⅲハザード解析は製造・試験段階において、フェーズⅡハザード解析の結果を見直す

ことにより運用に関する安全の詳細評価を行うもので、その内容は次のとおりである。 
a. 運用上のハザードの除去、制御に関する提案処置内容を明確にし、かつ文書化すること。 
b. 安全上クリティカルな運用手順等についてハザードの発生頻度を低下させるべき適正な方法を

選定すること。 
c. 安全上クリティカルとなる運用及びそれらが影響する範囲について文書化し、安全の維持、  

改善に反映させること。 
d. ハザード制御の検証結果を明確化すること。 

 
4.3.4 ハザードレポート 

契約の相手方は以下により解析を実施し、その結果を文書化し、適切な時期に提出すること。 
 
(1) 対象とするペイロード等について、それらの構成、機能等を十分理解した上で、表4.3.4-1に示す

ハザード識別まとめ表等を用い予想される事故等を想定し、全ての顕在又は潜在するハザード源

を抽出した後、同種のハザード毎に識別し、その結果をハザード識別まとめ表に記入すること。 
(2) 上記(1)項で識別されたハザードについてそのハザードの分類、原因、制御方法及びその検証方法

について解析を行うこと。

B 

B 
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解析に当たってはハザードレポートに記入し、フェーズの進展に伴って最新化すること。ハザード

レポートには必要な場合、補足説明資料を添付すること。ハザードレポートの様式は以下による。 
・スタンダードハザードレポート（添付1）：スタンダードハザードレポート様式に示される制御・

検証手段を適用可能なハザードは、スタンダードハザードレポート様式を用いることができる。 
・ユニークハザードレポート（表4.3.4-2）：上記に該当しないハザードはユニークハザードレポー

トを用いる。 
 

(3) 上記(1)、(2)項で実施したハザード解析結果は、これとは別に実施したＦＴＡ、ＦＭＥＡ、安全

要求適合性詳細検討書（4.2.5項）、その他必要な解析結果との整合をとること。 
(4) ハザードレポートはフェーズ毎にシステム安全プログラム責任者の確認のサインを受けた上、 

安全審査資料として機構担当部門に提出し、その確認を受けること。 
(5) ハザードレポートは、ハザードが設計によって除去されるか制御手段が検証され、最大限の努力

の上、リスク許容判定基準を満足し、全ての安全検証の完了（クローズ）が確認された時点に   

おいて完了する。 
 

4.3.5 安全検証 
検証とは試験、検査、解析、デモンストレーション及びこれらの組み合わせにより、ペイロード等

のハードウエア又はソフトウエアがすべての安全設計要求を満足していることを客観的証拠で確認

することである。 
検証手段として手順／工程管理を用いる場合は手順書に、解析／試験／検査を用いる場合は報告書

にまとめ、ハザードレポートに文書番号等を示すこと。 
類似性解析では、参照対象となった以前の検証手順、検証要求を調査してその類似性を十分に評価

すること。 
なお、前述（4.2.2（4）項）のとおり、フェーズⅢ終了時に未決であってその検証が射場における

作業に持ち越される安全検証データの未処理事項は、安全検証追跡ログに記録して処置を追跡、管理

しクローズさせて、適切な時期に提出すること。 
検証に係るすべてのデータは常に利用できるよう管理すること。 
また、検証を行った後はその結果を報告し、不具合が発見されたときには検証後の処理として是正

措置をとる等のフィードバックを行うこと。 
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表 4.3.3-1 ハザード解析表  様式例  

No. 

 

ハザード  

タイトル  

ハザード概要  ハザード原因  対応策  被害の

度合い  

発生の

可能性  

備 考  

(HR No) 

 

１  

   

 

 

 

    

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

注）ハザードレポートを作成したハザードに対してはハザードレポート番号（ HR No）も記載のこと。  
なお、発生の可能性の記載はフェーズⅠ以降でよい。  
被害の度合いや発生の可能性が分かるようにハザード概要と制御を記載し、その根拠とすること。  

   被害の度合いを低減をした場合には、その対応策の欄で説明すること。  

B 

2
3
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システム、 
サブシステム、 
コンポーネント 

又は 
ハザーダスアイテム 

     
ハザード・ 

タイプ 

 
表4.3.4-1 ハザード識別まとめ表 様式 

システム名     ：   

サブシステム名 ：   

ハザード 

カテゴリ 

極
端
な
温
度 

火
災 

爆
発
・
破
裂 

構
造
破
壊 

振
動
・
衝
撃
・
衝
突 

 

腐
食
・

汚

染 

漏
洩 

 

電
磁
干
渉 

電
撃
・
放
電 

放
射 

騒
音 

窒
息
・
ガ
ス
中
毒 

墜
落
・
落
下 

           

高
温
・
発
熱
体 

低
温
・
極
低
温 

点
火
源
等
の
存
在 

可
燃
物
・
酸
化
剤 

圧
力
シ
ス
テ
ム
・
圧
力
容
器 

火
薬
類
（
固
体
推
進
薬
・
火
工
品
） 

液
体
推
進
薬 

爆
発
性
雰
囲
気 

過
荷
重
・
強
度
不
足
・
疲
労 

水
素
脆
性
・
応
力
腐
食 

加

振

源

・

音

響

・

圧

力

波 

回
転
体
・
可
動
機
構 

 

生
物
学
的
汚
染
・
コ
ン
タ
ミ 

腐
食
性
物
質
・
電
解
腐
食
・
異
種
金
属 

流
体
適
合
性 

結
合
部
の
ゆ
る
み
・
配
管
等
の
破
損 

シ
ー
ル
劣
化
・
へ
た
り
・
弁
機
能
不
良 

 

シ
ー
ル
ド
不
良 

短
絡 

静
電
気 

感
電 

電
離
放
射
線
・
放
射
性
物
質 

レ
ー
ザ
・
Ｉ
Ｒ
・
Ｕ
Ｖ
・
閃
光 

電
波 

連
続
騒
音
・
衝
撃
音 

酸
欠
・
有
毒
ガ
ス 

高
所
作
業
・
不
安
定
姿
勢 

部
品
・
工
具
の
落
下 

吊
上
物
の
落
下 

     

 

  

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄNO．                                          

 
                    (空白)

Ⅰ 破局  ：第三者の死亡や重度の人的被害（永久的な身体障害を含む）、要員の死亡や重度の永久的な身体障害、システムの喪失、環境への深刻な影響をもたらすもの等 
Ⅱ 重大  ：第三者の軽度の人的被害、要員の重度の人的被害、システムの重大な損傷、環境への重大な影響をもたらすもの等 
Ⅲ 限界・局所的 ：要員の軽度の人的被害、システムの軽度な損傷、環境への軽度な影響をもたらすもの等 
Ⅳ 無視可能 ：要員の軽度の人的被害、システムの軽度な損傷、環境への軽度な影響をもたらさない程度のもの等 

＜被害の度合い＞   （注）空欄にはシステムの特性に応じて必要なハザードを追記すること 

注意：以下の事項等によって、事故が発生する  

可能性も考慮して、ハザードを識別すること。 

・人的過誤（ヒューマンファクタ） 

・ソフトウェアエラー（入力ミス・バグ） 

・天災（地震、津波、雷、台風、強風等） 

・危険作業（危険物、有害物質、高圧ガス、火薬

類等取扱い、重量物運搬） 

B 

又は､作業 

工程名称 
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表4.3.4-2（1/2）  ハザードレポート 様式（1） 

 
 

ハザードレポート 

 

ハザ－ドレポ－ト番号 

 

システム名 

 

日付 作成／改訂 

サブシステム名 

 

プログラムフェーズ 

ハザードタイトル 

適用される安全要求 ハザードの分類  

 

被害の度合い：  

□ I □ Ⅱ □ Ⅲ □Ⅳ 

  

発生の可能性： 

□Ａ □Ｂ □Ｃ □Ｄ □Ｅ 

ハザードの概要 

 

ハザード原因 

 

ハザード制御方法 

 

安全検証方法 

安全検証ステータス 

承 認 契約の相手方 機構担当部門 機構／安全部門 

フェ－ズ Ⅰ 
   

フェーズ Ⅱ 
   

フェーズ Ⅲ 
   

 

B 
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表4.3.4-2（2/2）  ハザードレポート 様式（2） 
 

 
ハザードレポート ( 続 き ) 

ハザ－ドレポ－ト番号 

システム名／サブシステム名 
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4.4 作成文書及び安全データ 
 

本標準を実行する上で作成すべき文書を下表に示す。 
文書及び安全データは、常に利用できるように記録し管理すること。 
これらはシステム安全プログラム責任者へ最新の状態を提示できるようにするとともに、関連

する部門に漏れなくフィードバックさせ、反復性の性質をもつ欠陥の防止及び安全に関する詳細

な要求事項に一致していることを確認するために使用すること。 
また、これらは将来に対する安全データとして保管すること。 
 
 

表4.4-1 作成文書リスト 

 
文書名 該当項目 

システム安全プログラム計画書 4.2.1 
安全データパッケージ 4.2.4（4） 

ハザード識別まとめ表*  4.3.4 
FTA,SCA,ETA等* (必要に応じて) 4.3.3 
ハザード解析表*(必要に応じて)  4.3.3 
ハザードレポート* 4.3.4 
安全要求適合マトリックス 4.2.4-1 
安全検証追跡ログ(必要な場合) 4.2.2（4） 

安全要求適合性詳細検討書(必要な場合) 4.2.5 
シリーズ／再飛行ペイロードの必要データ 4.2.6 
安全審査実施要領書 4.2.4（3） 
教育・訓練計画書 4.2.7 
教育・訓練実施／参加者記録 4.2.7 
事故報告書、ヒヤリ・ハット報告書(必要な場合) 4.2.8 

 
 
注）＊：設計の初期段階から安全設計のツールとして活用するために常に最新化すること。 

各安全審査段階で最新のもので安全データパッケージの一部を構成すること。 
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5. 安全設計要求 

ペイロード及び地上設備・装置は、国内法規を適用するとともに、以下の安全設計要求を満足

すること。 
 
5.1 一般要求事項 

本文書に示す安全設計要求は一般的、共通的なものであるため、4章によるハザード解析に  

基づき、必要な安全設計要求を付加すること。 
 
5.1.1  安全設計に対する基本要求 

ロケットペイロードの安全設計においては、基本的に故障許容設計によること。ただし、5.1.1.4
項により適切に設計し検証データを示すことができる場合は、リスク最小化設計(Design for 
Minimum Risk)によることができる。 
なお、故障許容設計が適用できずリスク最小化設計にもより難い場合は、確率論的なリスク評価

によることができる。ただし、この手法をとる場合、契約の相手方にあっては機構の安全部門と  

十分に調整のこと。 
 

5.1.1.1 安全設計の優先順位 
安全設計の優先順位は次によること。 

(1) ハザードの除去 
(2) ハザードを最小化する設計 
(3) ハザードを制御する設計 
(4) 安全装置の使用 
(5) 保護装置の使用 
(6) 警報装置の使用 
(7) 特別の手順及び訓練によるハザード制御 
 

注：本標準の5.1.1項を除く他の項では、一般に(3)から(7)の全てをハザードの制御と称している。 
 

5.1.1.2 故障許容設計要求 
故障や人的過誤により発生する事故の被害の度合いに応じて、故障や人的過誤を制御し発生の

可能性を少なくして許容できるレベルにするため、次の故障許容設計要求を満足すること。 
(1)  破局（カタストロフィック）ハザードの制御 

２つの故障、２つの人的過誤、又は１つの故障と１つの人的過誤のいかなる組合わせによって

も第三者の死亡や重度の人的被害、要員の死亡、公共や第三者の私有財産の喪失や重大な損傷、

システム（ロケット及びペイロード等）や射場施設の喪失、又は深刻な環境への影響をもたらさ

ない設計とすること。 
(2)  重大（クリティカル）ハザードの制御 

単一の故障又は単一の人的過誤により第三者の軽度の人的被害、要員の重度の人的被害、公共

や第三者の私有財産の軽度の損傷、システム（ロケット及びペイロード等）や射場施設の重大な

損傷、又は重大な環境への影響をもたらさない設計とすること。 
 
5.1.1.3 事故に繋がる機能の抑制（ハザーダス機能の抑制） 

事故に繋がる機能を有するものについて、要求しない時にその機能が故障や人的過誤によって 

動作することを抑制し､その発生の可能性を許容レベルにするため、以下の要求を満足すること。 

(1)  破局ハザードの制御 
破局的な事故を引き起こす潜在的な能力のある機能に対しては、エネルギ源との間に最小限 

３つの独立したインヒビットを持つこと。なお、グランドリターン回路は上記インヒビットの

内の１つにより制御することが望ましい。 
要求される３つのインヒビットの内、少なくとも2つはモニタが出来ること。 

(2)  重大ハザードの制御 
重大な事故を引き起こす潜在的な能力のある機能に対しては、エネルギ源との間に最小限2つ

の独立したインヒビットを持つこと。 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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5.1.1.4 リスク最小化設計 
機構等が設定した設計基準等(添付２)に基づき適切に設計したことを検証データをもって示す

ことができる場合リスク最小化設計とすることができる。十分な設計マージン、安全係数、適切

な材料及び部品の選定等によって設計を管理すること。リスク最小化設計が適用される分野とし

ては、下記が挙げられる。 
・ 構造体 ・ 圧力容器 ・ 圧力配管及び継ぎ手 ・ 火工品 ・ 材料適合性 
・ 材料可燃性 ・ 一部のメカニズム（機構品） 

 
5.1.1.5 事故等の伝播拡大防止等 

(1) 機器・機能等の１次故障・機能喪失等(人的過誤によるものを含む)が他の故障等を誘発し、

事故発生の可能性の増大をもたらさない設計とすること。 

(2) 破局的な事故や重大な事故を防止する安全上重要な冗長系は互いに実現可能な限り離すか

保護することにより、予期しない事象により一方に被害があっても他方の機能が損なわれな

いようにすること。また、破局的な事故を防止する機能を有する冗長系の回路は、別々の  

コネクタを使用すること。 

 

5.1.1.6  安全維持機能 

(1) フェイルセーフ及びフールプルーフであること。 

(2) 個々のハザードに対する複数の制御機能は相互に独立であること。 

(3) 電源供給等の途絶に対し、安全化対応ができるまで安全が維持できること。 

 

5.1.1.7 特別の手順 
設計によっても安全装置、保護装置又は警報装置の設置によってもハザードの制御が不十分な

場合、ハザードの発生の可能性を運用で低減できるようにペイロードを設計すること。また、  

要員の教育訓練、適切な作業手順の設定及び必要な保全等によってハザード制御を図ること。 

 
5.1.2  爆発性危険雰囲気区域に対する要求 
5.1.2.1  液体推進薬の爆発性危険雰囲気区域 

酸化剤を含む可燃性液体推進薬の爆発性危険雰囲気区域は次のとおりとする。 

(1) 液体推進薬が充填されている容器又はペイロード姿勢制御用推進薬タンクから15ｍ  

(2) 液体推進薬の排気口から15ｍ  

(3) 液体推進薬が充填されている設備、地上設備・装置及び移送配管から8ｍ   

(4) 液体推進薬が充填されているロケットから31ｍ  

(5) 現に液体推進薬を取扱っている又は保管している建屋内の当該室内全域とその空調システム、

及びその空調システムで空間的に連続する室内 

 
5.1.2.2  固体推進薬及び火工品の爆発性危険雰囲気区域 

固体推進薬及び火工品から3m 
 

5.1.2.3  爆発性危険雰囲気区域内で使用する電気機器への要求 
(1) ペイロードの電気機器に対しては、爆発性危険雰囲気が形成されても通常の使用では点火源と

ならないようポッティング、ハーメティックシール、不活性ガスによる加圧などの必要な防爆

対策を行うこと。対象とする電気機器の電気容量が十分小さく、対象爆発性ガスの点火限界以

下で点火源となり得ないものも、有効な防爆対策として認められる。具体的には事前に機構と

協議すること。 
(2) 爆発性危険雰囲気区域内で使用するＧＳＥの電気機器は、防爆性のものであること。 

電気機器への防爆要求の例を付録Ⅱに示す。 
(3) 上記(2)項が不可能であり、かつ、爆発性危険雰囲気区域内で非防爆ＧＳＥの電気機器の使用が

不可欠な場合には、当該区域との差圧が25Pa（水柱2.5mm）以上の内圧防爆室（与圧室）を   

使用するよう計画し作業手順書等に明記すること。また、圧力がこの内圧以下に低下した場合

には警報を発するものであること。 

B 

B 

B 
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(4) 一時的に使用する装置に対して上記(3)項により難い場合は、漏洩検出器を爆発性危険雰囲気区

域内に、次の監視ステーションを爆発性危険雰囲気区域外に設けることでもよい。

この監視ステーションにはマスタースイッチを備え、当該区域内にあるすべての非防爆性電気

機器を手動あるいは自動で停止できるようにすること。 
 なお、手動で停止する場合については、必要な訓練を実施すること。 

 
5.1.3  使用材料 

ペイロード等で使用する材料等に対する一般的な要求について以下に示す。 
(1) 一般要求 

材料の特性が十分に把握されていない材料については、機械的特性、破壊特性、可燃性、反応

性、有害性、適合性及び静電気発生特性等について、試験等により確認してから使用すること。 
(2) 有害性材料 

地上使用環境下で、塗装や接着剤を含め有害ガスを大気中又は水中で発生させる材料を使用し

ないこと。水銀及び水銀化合物は使用禁止とする。その他、有害性材料の使用は最小限とし、  

必要な処置を講じること。 
(3) 引火性／可燃性材料 

引火性／可燃性材料の使用は最小限とし、適切な場所で使用すること。また、着火により容易

に燃焼しない材料を使用すること。 
(4) 帯電性材料 

材料は火工品や推進薬の点火源となったり、人員に電撃を与えるような静電気を帯びてはなら

ない。 
(5) その他有害物質関連 

以下については、機構と事前に協議すること。 
a. 液化メタンやアルコール等の引火性液体を用いる実験のペイロード等では、これらの液体が 

火災の原因とならないように留意すること。 
b. 病原菌等を取扱う微生物学実験のペイロードは容器や隔室に密封する等、いかなる状態に対し

ても汚染を防止する設計でなければならない。また、要員が病原菌等と接触することのない 

ようにしなければならない。 
c. 霊長類、脊椎動物その他に対するサポートシステムには汚染防止のため、排泄物除去の機能を

有すること。 
d. 生物学実験を行なうペイロード等の設計においては、汚染防止のため死骸等の除去ができると

ともに、その具体的防腐処置方法を有すること。 
e. 使用する有害物質等は安全に保存できるよう保存収納について考慮すること。 

 
5.1.4 ペイロードの飛行中断・破壊システム搭載要求 

(1) 機構と協議の上、安全確保上必要があると認められた場合、ペイロードに飛行中断・破壊シス

テムを搭載すること。 
(2) ペイロード搭載の飛行中断・破壊システムは、ロケット側からの破壊信号を受けて作動する  

こと。 
(3) ペイロード搭載の飛行中断・破壊システムに係る火工品に対する安全設計要求は、5.5項による

こと。 
 

5.1.5  シャープエッジ 
人員の安全のため、機器の鋭いエッジは取り除くか、もしくはカバーを取付けること。 
 

5.1.6  ボルト長 
人員の安全のため、また搭載機器等との干渉を避けるために、ボルトは適正な長さとすること。 
 

5.1.7  帯電防止 
帯電の可能性のある金属部分と構体との間は1Ω以下のボンディングを行うこと。非金属導電

性部分については必要な帯電防止を行うこと。 
 

B 

B 

B 
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5.2  構造／機構系 
5.2.1  構造解析 

ペイロード構造については構造解析を行って、設計のすべての要素、例えば強度、剛性、構造

安定性、疲労など予想される荷重及び環境を満足することを示すこと。 
解析には静的応力解析、動的応力解析及び振動解析を含めること。 

 
5.2.2  構造設計 

(1) ペイロード構造の設計に際しては、打上げ及び試験時にペイロードが受ける荷重の他に以下の

輸送及び取扱い荷重を考慮すること。 
a. ペイロードの運搬車両、運搬台車等への積降ろし 
b. 運搬移動時の荷重 

(2) 輸送・取扱用を含む全ての取付固定部は強度・取付方法を十分に検討し、適正締付けトルク  

などの取扱方法を明確に設定すること。 
 

5.2.3  機構設計 
(1) 分離、展開、伸展、回転するドッキング・マニピュレータ、スキャニングアンテナ、パドル等

の可動機構を有するペイロードは、射場内における輸送、点検、取扱い及び打上げ時において

意図せずに作動することのない設計とすること。 
(2) (1)項に示した様な可動部については万一の作動時を想定し、その可動範囲を明確にし、インタ

フェース図、射場作業手順書等に明示すること。 
(3) ロック解除などに火工品を使用する場合は、5.5項の要求に従うこと。 

 
 
5.3  推進システム 

ペイロードの推進薬やその他物理的化学的に危険な流体は、以下により特別に設計された  

システム内で使用されなければならない。 
推進システムの構造設計は5.2項、圧力システムとしての設計は5.4項を満足すること。 
 

5.3.1  液体推進システム 
5.3.1.1 材料 

(1) 危険流体を含むシステムの材料（シール、潤滑剤を含む）は圧力、衝撃、振動、温度等の作動

条件下で使用する流体と適合するものであること。 
(2) 水素を使用するシステムでは、水素脆性に注意すること。 
(3) 使用環境下で低温脆性の可能性のある材料を使用しないこと。 
(4) 破壊じん性が高く、亀裂進展速度の遅い材料を選定すること。 
(5) 頻繁に脱着を繰り返す継手には、アルミニウム合金のようにネジ山の崩れ易い材料は使用しな

いこと。 
(6) 腐蝕防止対策を行うこと。 
(7) 危険流体が漏洩した場合に接触する可能性のある材料は、不燃性であること。 

 
5.3.1.2  強度 

エンジン／スラスタは、使用環境条件下で最大予想使用圧力条件の1.1倍の荷重で降伏（ただし、

局所的なものを除く）若しくは有害な永久変形を発生せず、また1.25倍の荷重で破壊しないもの

であること。推進システムのその他の圧力がかかる部分の強度は5.4項の要求を満足すること。 
 
5.3.1.3 システム設計 

(1) 推進薬の漏洩及び意図しない混合を防止すること。 
(2) 不適合流体を使用する系統が存在するときは混合を避けること。(例えば、酸化性推進薬と  

燃料、又は呼吸空気と有害性流体）特に、接合部は誤接合及び漏洩を防ぐように設計すること。 
(3) 各種配管類は漏れの可能性が最小になるよう継手を極力少なくすること。 
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(4) 推進薬によって汚染される可能性のある推進系の加圧用不活性ガスは、汚染物質又は不適合な

システムと接触しないこと。 
(5) 極低温流体を使用する系統は、いかなる箇所においても閉塞が生じないように設計すること。

また、必要に応じ断熱施工すること。 
(6) 危険流体を使用するタンク、配管等は、使用後、洗浄及び不活性ガスによりパージができ、   

設定レベル以下の汚染・洗浄度となることを確認できること。この設定レベルは有害性を考慮

して定めること。 
(7) 危険流体を使用する系統は、清浄度保持及び外気混入防止のため不活性ガスによりブランケッ

ト圧がかけられること。 
(8) 部品に逆方向組立の恐れがある場合、又はその部品の使用流体が規定されている場合、誤組立

又は使用流体以外の使用を排除するよう明瞭に識別をすること。 
(9) 極低温推進薬のタンク及び容器には、圧力リリーフ装置を設けること。 
(10) 極低温下で使用する全てのシール、バルブは凍結しないこと。 
(11) 遠隔操作バルブは制御力の喪失時に安全側で停止するように、ノーマルオープン又はノーマ

ルクローズタイプのバルブを選定すること。 
(12) ペイロードからの推進薬漏洩時等の異常時に備えて、ロケットに搭載した状態においても 

推進薬を安全に排出できるようにすること。 
(13) エンジン、スラスタがジンバルアクチュエータを持つ場合は、アクチュエータが設定角以上

振れないよう機械的リミッタを設けること。 
(14) エンジン、スラスタは、急激な温度変化及び圧力変化に対しても、シール性が確保できる  

ようにすること。 
(15) 1個のバルブの開によって推進薬が外部へ流出／漏洩しないこと。また、バルブからの内部  

漏洩に対して少なくとも３つのシールを有すること。 
(16) 推進薬の供給動作は、少なくとも３つの独立した電気的インヒビットを有する回路でコント

ロールされること。 
(17) 無害化処理を必要とする廃液はＧＳＥにより当該廃液の中和と排出が可能になる保留タンク

に集めるか、それができなければ、それを特別処理装置に注入できる可搬容器内に回収できる

こと。 
(18) 危険流体の排気はベントに集めること。万一ベント下流に環境汚染の恐れがあるような場合

には、投棄前にその排ガスを中和あるいは希釈すること。ベントは以下に示すように設計する

こと。 
a. 投棄すべき排気流量を受入れ可能な寸法であること。 
b. 排気ガスにより人員に危害を与えないこと。ベントの末端は識別すること。 
c. 不適合流体には別々のベントを設けること。 
d. 危険流体を同一ベントから排出する系統は、お互いに他の系からの影響による閉塞、逆流及び

汚染に対して保護されていること。 
e. 射場の既設のベント設備を使用する場合は、その能力以内とすること。 

 
5.3.1.4 電気的事項 

(1) 電気系機器は、それらと接する爆発性の気体を爆発させないこと。必要な場合、電気系各機器

はポッティング又は不活性ガスによる加圧等の防爆対策を行うこと。 
(2) 全ての電気系機器の金属筐体とその取付部（金属）間及びその取付部とペイロード金属構体間、

並びに非電気系の導電性部品のボンディング抵抗は次のとおりとすること。 
この規定により難い場合は、そのボンディング抵抗で安全上問題ないことを文書で示し、  

機構の了解を得なければならない。 
a. 機器の筐体とこれを支持する金属構体との間は、全ての密着面間の累積分を含め10ｍΩ以下。 
b. ケーブルのシールドと機器の筐体間は、全てのコネクタとアクセサリ間の累積分を含め15ｍΩ

以下。 
c. サブアセンブリやセクション間のような機器内部の個々の接続部の密着面間については、 

それぞれ2.5ｍΩ以下。 
d. 導電性材料の部品間及びそれらとペイロード導電性構体との間は１Ω以下。 

 

B 

B 

B 

B 
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(3) 電気系機器は MIL-STD-461 「Electromagnetic Emission and Susceptibility Requirements 
for the Control of Electromagnetic Interference 」 の 電 磁 適 合 性 （ Electromagnetic 
Compatibility）(以下、「ＥＭＣ」という。)要求を満足すること。この規定により難い場合は、

その電磁適合性で安全上問題ないことを文書で示し、機構の了解を得なければならない。 
(4) 推進薬供給バルブの作動については5.3.1.3(16)項によること。 

 
5.3.2 固体ロケットモータ 

固体ロケットモータは火薬を推進薬とする代表的なワンショットシステムであり、事前に機能

確認ができない。このため設計段階において、安全に関して以下に示す十分な検討を行うこと。 
 

5.3.2.1  材料 
構成材料に対する要求は、5.3.1.1項(3)～(6)によるほか次によること。 
(1) 固体ロケットモータの高温部及びその周辺には、可燃性材料を用いないこと。やむを得ず使用

する場合は、断熱処理を行うこと。 
(2) 火工品には、静電気を発生させやすい材料を使用しないこと。 

 
5.3.2.2  強度 

(1) 有害な永久変形を生じることなしに制限荷重に耐える強度を有すること。 
(2) 座屈等により破壊することなしに終極荷重に耐える強度を有すること。 
(3) 燃焼室の降伏荷重は最大予想使用圧力及び飛行最大荷重を考慮した複合荷重に対して1.1倍以

上の安全率を有すること。終極荷重は上記複合荷重に対して1.25倍以上の安全率を有すること。 
(4) 耐圧試験圧力は最大予想使用圧力の1.05倍以上とすること。 
(5) 構成材料の強度は、金属材料については MIL-HDBK-5「Metallic Materials and Elements for 

Aerospace Vehicle Structures」のＡ値又はＢ値、非金属材料については MIL-HDBK-17 Part
Ⅱ「Plastics for Aerospace Vehicles Transparent Glazing Materials」の値を使用すること。

その他の材料を使用する場合は、同等の試験データを取得して用いること。 
5.3.2.3  電気的事項 

(1) 固体ロケットモータの電気系統の機器はMIL-STD-461のＥＭＣ要求を満足すること。    

この規定により難い場合は、安全上問題ないことを文書で示し、機構の了解を得ること。 
(2) 全ての電気系機器の金属筐体とその取付部（金属）間及びその取付部とロケットモータ金属  

構体間、並びに非電気系の導電性部品のボンディング抵抗は次のとおりとすること。 
  この規定により難い場合は、そのボンディング抵抗で安全上問題ないことを文書で示し、機構

の了解を得ること。 
a. 機器の筐体とこれを支持する金属構体との間は、全ての密着面間の累積分を含め10ｍΩ以下。 
b. ケーブルのシールドと機器の筐体間は、全てのコネクタとアクセサリ間の累積分を含め15ｍΩ

以下。 
c. サブアセンブリやセクション間のような機器内部の個々の接続部の密着面間については、  

それぞれ2.5ｍΩ以下。 
d. 導電性部品間及びそれらとロケットモータ導電性構体との間は1Ω以下。 

 (3) 地上取扱時及び輸送時の接地をとるために、固体ロケットモータの任意の１点に接地ワイヤが

取付けられるように設計すること。 
 
5.3.2.4 ハンドリング及び輸送 

輸送時、金属コンテナと固体ロケットモータ間は１点接地ができ、また、取扱い時についても  

固体ロケットモータの１点接地ができること。 
 

5.3.2.5  固体推進薬等 
(1) 推進薬種の選定 

a. 安定性 
固体推進薬は全ての予期される環境条件下において安全で、要求された寿命期間中に規格を 

外れた品質とならないこと。 
b. 特性 

B 
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固体推進薬等の選定にあたっては、下記(4)項に示す特性を考慮すること。 
(2) 機械的強度特性 

推進薬とインシュレーション及びインシュレーションとモータケース間の接着強度は、要求さ

れる環境条件下（温度等）で、全ての予想される発生ひずみに耐えられる強度であること。 

(3) 耐劣化性 
a. 寿命期間内に推進薬が所定の性能以下に劣化するような材料を使用しないこと。 
b. 寿命期間内にインシュレーションと推進薬間の結合は、必要な物理的特性を有すること。 

(4) 安全特性 
以下に示す推進薬の特性を把握すること。 

a. 衝撃感度 
推進薬の衝撃感度は許容レベル以下であること。 

b. 摩擦感度 
硬化した推進薬は摩擦感度が低く、通常の取扱い操作では発火しないこと。 

c. スパーク感度 
通常の人体の静電気放電に対しても、スパークで発火しない程度にスパーク感度が低いこと。 

d. 自然発火感度 
発火点が高く、推進薬に負荷される温度環境下では自然発火しないこと。硬化又は劣化の化学

反応による内部発熱は、自然発火の要因になる程高くならないこと。 
e. 爆轟 

推進薬は、その予想される条件下で衝撃による爆轟を起こさないこと。 
f. 毒性 
揮発ガスは許容濃度を超えてはならない設計とすること。 

 
5.3.3  イオンエンジン等 
5.3.3.1  一般 

(1) イオンエンジン装置は真空中作動の条件を満たすよう保管及び取扱いをすること。 
(2) 気体の推進薬の取扱い及び保管条件を明確にすること。 
(3) 液体推進薬を使用する場合は5.3.1項によること。 
(4) 有害な推進薬を使用する場合には、安全を配慮した設計をすること。 
 

5.3.3.2 材料 
推進薬貯蔵供給系は、推進薬及び使用流体に適合した材料を使用すること。 
 

5.3.3.3  強度 
(1) 構造体は制限荷重に対し有害な永久変形を生じないこと。 
(2) 構造体の終極荷重は制限荷重の1.25倍以上であること。 
 

5.3.3.4 電気的事項 
(1) 制御器は電源の投入時、推進薬貯蔵供給系の遮断弁を作動させないものであること。 
(2) 高電圧を負荷される部分は他と接触しないように保護すること。 
 

5.3.3.5 取扱い及び輸送 
(1) 推進薬充填前のガス置換は系内推進薬の純度を低下させずに実施できること。 
(2) 推進薬充填の手順、取扱い、保管の方法を明確にすること。 
(3) 取扱い及び輸送中は、イオンスラスタの電極保護及び推進薬貯蔵供給系内の清浄度等を維持 

すること。 
 
5.4  圧力システム 
5.4.1  一般要求 

(1) 圧力システムの設計は、2.1(1)項JERG-0-001「宇宙用高圧ガス機器技術基準」によること。  

労働安全衛生法が適用となる圧力システム機器は、当該法規に従うこと。 
(2) システムの通常の作動中（燃焼試験又は秒読み）のいかなる時においても、また手順を保留し
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たり間違えて実施した場合でも、圧力システムを安全な状態に維持できるように設計すること。 
(3) 高圧気蓄器を有するレギュレータ方式のシステムについては、ペイロード分離以降に作動する

パイロバルブを設けること。又は予期しない作動や内部漏洩に対し同等以上の信頼性を有する

バルブを設けること。 
(4) シャットオフバルブは、圧力容器の下流出口に可能な限り近く、もし圧力リリーフ装置を用い

る場合はその下流に設けること。 
(5) 方向性を有する部品は逆方向に取り付かないように設計するか、又は誤組立を排除するよう 

明瞭に識別すること。 
(6) 圧力システムに関連する電気系統は通常作動中発火の原因にならないように、また圧力システ

ムからのガスや蒸気の凝結により影響されないように設計すること。 
(7) 運用上の要求 

以下に示す圧力システムの運用上の要求を設計に反映すること。 
a. システムの異常の有無及び異常時の状態について、操作場所で監視できるとともに、必要な 

制御が行えること。 
b. ペイロードからの推進薬漏洩時等の異常時に備えて、ロケットに搭載した状態においても安全

に減圧できるようにすること。 
c. 圧力容器に付随する機器の組立、試験、又は機器の交換にあたって圧力容器内の流体を排出 

できるようになっていること。 
d. タンク、配管等は、使用後、必要により洗浄及び不活性ガスによるパージができ、設定レベル

以下の汚染・清浄度となることを確認できること。この設定レベルは、有害性を考慮して定め

ること。 
 
5.4.2  圧力リリーフ装置 

システムの最大予想使用圧力を超える可能性のある圧力源を持ったシステムで、その圧力に 

よりコンポーネントの破壊が予想される場合、又は、ある部品の機能不良が最大予想使用圧力を  

超えて他の部品の破壊が予想される場合は、圧力リリーフ装置を設けること。 
(1) 圧力リリーフ装置は、システムの最大予想使用圧力の110％以下で作動するように設定する 

こと。 
(2) 圧力リリーフ装置は、圧力源又は圧力容器の下流のできる限り圧力源側に設けること。ただし、

ペイロード分離以降に作動するパイロバルブ又は同等のバルブ（5.4.1(3)項参照）により系が 

分離されている場合には、圧力リリーフ装置を設けないことができる。 
 
5.4.3 クイックディスコネクト（ＱＤ）カプリング 

ＱＤカプリングは、以下を満足すること。 
(1) 未結合状態においてシステムの圧力の高低に関わらずシール性を持つこと。 
(2) 結合状態における横方向及び流れの方向の荷重に対し、外れたり外部漏れを生ずる可能性を 

最小化する設計とすること。 
(3) 油圧系統では、ＱＤ着脱時の空気混入を最小化する設計とすること。 
(4) ＱＤ結合時に自動的にロックされる構造であり、容易にロック・結合状態を目視確認できる 

こと。 
(5) 誤接続を避ける設計とすること。 
  

5.4.4 システム配置等 
安全上重要な機器は、要員が安全であることが保証される場所から監視又は操作できるように

配置すること。圧力システムはシステムに危険な状態が発生したとき、操作場所でも監視出来る

ようＧＳＥを含め設計すること。危険流体を使用するシステムは圧力負荷状態において、要員  

及び他のシステムから十分安全な距離を保つこと。 
 
 
 

5.4.5 油圧システム 
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5.4.5.1  安全設計考慮事項 
(1) 安全装置 

最大予想使用圧力に耐え、かつ構成品を保護するために、適切なリリーフバルブ及びシステム

ベントラインを備えた設計とすること。 
(2) 温度制御 

シールの脆化、作動油の炭化と劣化、バルブ及びサーボの誤作動等による不具合を防止する  

ため適切な冷却器を設けること。また、必要により油温を温度計等で視覚的に確認できること。 
 
5.4.5.2  構成品と作動油の選定 

(1) 材料の選定 
a. 作動油と材料が反応しないこと。 
b. 実績の無い材料を使用する場合は、使用前に材料の適合性を試験などによって確認すること。 

(2) 圧力調整 
動力駆動油圧ポンプが必要な場合は、過度の圧力を制限するために必ず圧力調整を行うこと。 

(3) システムの構成品 
構成品を設計する場合は、鋭角となったり断面が急激な変化を起こさないように注意すること。

この様な設計ができない場合は、材料が応力腐食を起こす限界よりも低い応力になるように部品

を設計すること。 
(4) 電気回路 

電気回路は可能な限り高圧力部品から離れたところに設けること。 
(5) 可とう性 

相対運動する2点間を結合する場合には、コイルチューブ、スイベルジョイント又はフレキシ

ブルホースを使用すること。 
(6) 作動油の選定 

不燃性（又は耐火性）の作動油を使用すること。 
 
5.4.5.3  ブリード 

必要に応じ、システム内で空気又はガスを除去できるところにブリードバルブを設置すること。

ブリードバルブは作動した場合に要員に作動油がかからない場所に設置すること。 
 
 
5.5  火工品システム 
5.5.1 一般要求 

火工品系の設計にあたっては作動によって生じる破片及び放出物によって周辺の装置等を破壊、

汚染又は発火させないように、また使用する電気起爆装置は不慮の発火を引き起こさないように、

その安全設計に十分留意すること。特に火工品はワンショットアイテムであり、事前に機能確認

ができないので、設計段階において安全の確認を十分に行うこと。 
 

5.5.1.1  分類 
全ての火工品は以下の基準に基づき、カテゴリＡ又はＢに分類すること。 

(1) カテゴリＡ 
当該火工品のエネルギ又は当該火工品が起こす一連の出来事によって、人員の負傷若しくは 

死亡、又はロケット、施設などの機構財産及びペイロード等、並びに第三者の財産の損害を引き

起こす可能性のあるもの。 
例えば、固体ロケットモータの点火、各段分離、飛行中断機構等に使用する電気起爆装置 

(Electro-Explosive Device)（以下、「ＥＥＤ」という。）はカテゴリＡ火工品の例である。 
(2) カテゴリＢ 

当該火工品のエネルギ又は当該火工品が起こす一連の出来事によって、人員の負傷若しくは 

死亡、又はロケット、施設などの機構財産及びペイロード等、並びに第三者の財産の損害を引き  

起こす可能性のないもの。 
 
組み込まれた製品状態で購入された火工品において、製品単体が誤作動し最悪の場合を想定し

B 
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ても事故に至らない火工品は、製品単体でカテゴリB火工品となる例である。 
 
5.5.1.2  その他 

(1) 火工品の結線を行う前に火工品点火回路のストレイ電圧チェックを行えること。測定結果は、

火工品の最大不着火電流の1/10又は50mAのいずれか低い値以上の電流を生じないこと。 
このチェックは、第1に打上げ時の最終の電気的コンフィギュレーションと同等の状態で全て

の電源をONにして行えること。第2に火工品結線の直前にすべての電源をOFFにして行える 

こと。 
(2) カテゴリＡの火工品の位置は、射場搬入後試験のできるだけ最後に取り付けることができる 

位置であること。また、火工品点火回路については、カウントダウンのできるだけ最後に電気

的な結線を行えるように接近可能な火工品取付け位置とすること。 
 ただし、上記により難い場合で、フェアリング格納以降においてのみカテゴリAとなるように

している場合は、その理由を文書により示して機構の了解を得た上で取付け及び最終結線を 

上記以外の時期のできるだけ最後にすることができる。 
 
5.5.2  カテゴリＡ電気起爆装置 

(1) ＥＥＤは以下の耐性を有すること。ここで不発火とはブルーストンテスト(Bruceton test)又は

同等の統計的試験方法により信頼水準95%において発火レベルが0.1%であることをいう。 
a. 外部シャントなしで1A DCを5分間通電したとき、発火又は機能不良にならないこと。 
b. 外部シャントなしで１W DCを5分間負荷したとき、発火又は機能不良にならないこと。 

(2) ＥＥＤは人間が電荷発生の媒体となることを考慮し、点火薬の周辺での静電放電を防止する 

ため、ブリッジワイヤとケース間に十分な絶縁を有するシングルブリッジとすること。 
また、やむを得ずダブルブリッジワイヤとする場合は、ブリッジ間についても十分な絶縁を

備えること。また、環境の影響を受けないようにブリッジ部を密封すること。 
(3) ＥＥＤはピン－ケース間については直接、ピン－ピン間については5,000Ωの抵抗を直列につな

いで、500pFのコンデンサにより25kVの放電を行っても不具合を起こさないものであること。 
(4) ＥＥＤのメインボディは、その作動により破裂することなく、また破片を生じないこと。 
また、ＥＥＤのメインボディ(アウタケース)は、金属又は導電性の材料であること。 

(5) ＥＥＤのブリッジワイヤは、カーボンでないこと。 
(6) ピン－ケース間の絶縁抵抗は、DC500Vで2MΩ以上であること。 
(7) ＥＥＤに使用する爆薬等はＥＥＤの寿命期間中に、劣化、分解又は化学変化しないこと。 
(8) ＥＥＤは、120℃又は最大予測温度＋30℃のうち、高い方の温度環境下で自然発火しないこと。

ＥＥＤは、分解・変質が安全に影響を及ぼす恐れのある場合には、最小予測温度－10℃から  

最大予測温度＋30℃の温度環境下で分解・変質しないこと。 
予測温度は最悪時を考慮して設定すること。 

(9) シールドキャップ 
a. シールドキャップは、輸送、貯蔵・保管、取扱い、取付けの期間中、ＥＥＤがコネクタに結線

するまで、ＥＥＤに取り付けられるものであること。 
b. シールドキャップのアウタシェルは、電波放射（Radio Frequency）（以下、「ＲＦ」という。）

シールドとなり、ＥＥＤケースに電気的に接続されるよう電導性物質であること。 
c. シールドキャップとＥＥＤケース間の結合部は、360°全周に亘ってＲＦギャップのないこと。 
d. シールドキャップは、ＥＥＤから取外さずにＥＥＤの取付けができるものであること。このた

め、必要に応じて特殊なトルクレンチを用意すること。なお、この規定により難い場合には、

シールドキャップを取り外しても安全上問題ないことを文書で示して機構の了解を得ること。 
e. ショーティングプラグ(キャップ)をシールドキャップの代わりに使用してはならない。シール

ドキャップなしにショーティングプラグ(キャップ)を使用する場合は、機構の許可を得ること。

もし、ＥＥＤ自身にショーティングプラグ（キャップ）が装着されるならば、ピン－ピン及び

ピン－ケース間を短絡させるものでなくてはならない。 
 
5.5.3  ＥＢＷ（Exploding Bridge Wire Device）及びレーザ着火火工品  

ＥＢＷ及びレーザ着火火工品を使用する場合には機構と協議すること。 
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5.5.4  セーフアーム装置 
固体ロケットモータ及び飛行中断・破壊システムに使用するカテゴリＡの点火系には、セーフ

アーム装置を設けること。ただし、5.5.3項のＥＢＷを使用する場合はこの限りではない。 
(1) セーフアーム装置は電気的及び機械的な安全機構を有する電気・機械式セーフアーム装置と 

する。 
(2) セーフ位置ではイニシエータは装置内部で短絡され、伝爆路は機械的バリアによって遮断する

こと。 
(3) アーム位置では装置内のイニシエータの点火回路が接続され、伝爆路の機械的バリアが取り 

除かれること。 
(4) セーフ位置及びアーム位置への変換は、遠隔操作によりできること。 
(5) 遠隔及び装置の目視によっても、セーフ位置及びアーム位置の確認ができること。 
(6) セーフ位置からアーム位置への意図しない切換えを防止するため、セーフ位置でロックする 

メカニカルロック（セーフティピン）を設けること。 
セーフティピンの挿入によりセーフが保持されるものとすること。セーフティピンの取外し

作業が発射前作業のできる限り最後になることを考慮し、可能な限り機体の外側からアクセス

できるようにすること。 
(7) アーム位置での不慮の事態に備え、手動でアームを解除できる機能を有すること。ただし、  

手動ではアーム位置へ切換えができないこと。 
(8) セーフアーム装置の点火回路においてコントロールとモニタ回路と完全に分離し、コネクタは

互換性のないものを使用すること。 
(9) 点火回路に静電放電用の抵抗を接続する場合は、25kΩ以上の抵抗を使用すること。 

 
5.5.5  電源 

(1) ＥＥＤの点火のためＲＦエネルギーを電源として使用してはならない。 
(2) 破壊系を除いて、ＥＥＤサブシステムに対して専用の電池を設けること。ただし、適切に絶縁、

分離された電源バスは許容される。分離された電源バスとは、そのＥＥＤサブシステムに電力

を供給するのみで他の負荷に電力を供給することがないものをいう。 
(3) 点火回路は、リターン回路及びスイッチ等の故障によりスニーク回路や意図しない電流経路が

生じることを防止すること。 
(4) 電力又は信号の喪失により人員の傷害又は安全上重要なシステムの損傷となる場合、冗長な 

回路とすること。 
 

5.5.6  シールド 
(1) 点火回路は、完全にシールドするか又はＥＥＤからそのシステムのシールドされた部分に進入

するＲＦを除去するフィルタ又は吸収装置までシールドすること。 
(2) シールドは、ケーブルコアの絶縁体の表面積の85％以上をカバーするものであること。   

メッシュは隙間ができると100%のカバーとならないので考慮すること。 
(3) シールドはロケット側のインタフェース条件（射場を含む）、及びペイロード等の予測される

全てのＲＦ周波数スペクトラムに対して電源及び負荷側のインピーダンスにかかわらず、  

火工品の最大不着火電力の少なくとも20dB以上の減衰を与えるものであること。 
(4) シールドはコネクタのバックフェースの端末を含んでギャップ又は不連続部がないこと。  

コネクタはシールドされたケーブルによるシールド能力を減少させないものであること。 
(5) コネクタで終了するシールドは、そのコネクタの周囲360°全周に亘ってギャップなく電気的

に接合されていること。 
(6) EED及びその点火系のシールドにおいて物理的に結合されている全ての金属部品間は、2.5mΩ

以下のボンディングとすること。また、EED本体の金属面と構体接地間の抵抗は1Ω以下とする

こと。 
(7) 点火回路とコントロール回路は、お互いにシールドされていること。 

 
5.5.7  回路 

(1) ＥＥＤと点火回路の最終結線は、できる限りＥＥＤに近いコネクタで行えるようにすること。 
(2) セーフアーム装置及びＥＢＷを使用しないカテゴリＡのＥＥＤの点火回路は、火工品と電源を
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遮断するスイッチ又はアーム／セーフプラグ等をできるだけＥＥＤの近くに設けること。  

アームプラグ（フライトプラグ）の取付け箇所はフェアリングの外からアクセスできるよう  

適切な箇所とすること。 
(3) 点火回路に用いる電線は、ツイストシールドペア線を用いること。ワイヤ及びシールドの   

スプライスは禁止する。 
(4) ＥＥＤを含む点火回路は、ＥＥＤのケース及び他の導電性の部分から絶縁すること。回路を  

接地する必要がある場合は、他の回路と一箇所のみで結合する一点接地とすること。この結合

は電源部のみで行うこと。10kΩ以上の静電放電抵抗を用いることも一点接地として許容される。 
(5) 静電気の発生する恐れのある接地されていない回路は、少なくとも10kΩ以上の静電放電抵抗

によって構体に静電接地すること。 
(6) ＥＥＤサブシステムの設計は、地絡及びソリッドステートスイッチ等の不具合等による予期 

又は意図しないパスを防ぐようなものであること。 
(7) 全ての絶縁抵抗は、最小値500V DCで2MΩ以上あること。 
(8) 点火回路は、他の電気回路から独立であること。更に、ディストリビューションボックス内の

全ての点火回路は他の回路から隔離し、独立させること。 
 
5.5.8  コネクタ 

(1) コネクタは、プラグ－リセプタクルタイプのものとすること。 
(2) アウタシェルは、アルミニウム等の良電性の金属であること。 
(3) コネクタは、誤接続の可能性を排除するように選定すること。 
(4) コネクタは、セルフロックタイプのものであること。 

これ以外のタイプのものについては、ロックワイヤ等を使用して、外れることを防止すること。 
(5) １つのピンの曲がり又はコンタミネーションによってどんな短絡が生じても、ＥＥＤの最大 

不着火電流の1/10又は50mAのいずれか低い値以上の電流を生じないように、コネクタのピン 

アサインメントを行うこと。 
(6) １つのピンに１本のワイヤのみとし、コネクタのピンをターミナルやタイポイントとして使用

してはならない。 
(7) 壊れたピンが点火回路又は制御回路の安全上悪影響を与える恐れのあるところでは、コネクタ

にスペアピンを置かないこと。 
(8) 冗長系の回路は、別々のコネクタを使用すること。 
(9) 電力を供給する側のコネクタは、雌コンタクトとすること。 
(10) 電気点火回路に対する信号用コネクタは、他のコネクタと独立すること。 

 
 
5.6  電気系 
5.6.1  一般要求 

電気系の設計は5.1.1.3項による他、次の項目による。 
(1) 安全上重要な電気回路は他から影響を受けず、また、他へ影響を与えないこと。 
(2) 安全上重要な電気回路の独立を図ること。 
(3) 爆発性危険雰囲気区域内で使用する電気機器及び回路については5.1.2.3項及び5.3.1.4項に 

よること。 
(4) 安全上重要なシステムは電源の過渡的変動に対して誤作動しないこと。 
(5) 安全上重要なシステムは電源瞬断対策をとること。 
(6) 電磁バルブ駆動回路は、コイルによる回生電流対策をすること。 
(7) 感電防止のため、必要な保護を施すこと。 

 
5.6.2  コネクタ 

(1) 次の要領等によりコネクタの誤接合の防止を図ること。 
a. プラグとリセプタクルにはマーク又は記号を付けること。 
b. プラグとリセプタクルは近くに配置された他のプラグと誤接続ができないような形状やキー

溝のものとすること。 
(2) 電力の供給側は原則として雌コンタクト側とすること。結合した状態のコンタクト－ピン間の B 
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接触抵抗を極力小さくすること。 
(3) 危険な環境で使用するコネクタは、着脱時に系として電源を遮断できる機能を有すること。 
(4) 次の要領等により故障発生の防止を図ること。 

a. コネクタのバックシェルはコンタミネーション又は水分による絶縁不良を防止するため、適切

な材料でシール又はポッティングする。電線は曲げによる破損を避けるため、引っ張り過ぎに

よる電線固定部における電線の過度な曲げを防止すること。 
b. 結合されていない場合のコネクタの汚染や損傷を避けるため、キャップ、プラグ、カバー等を

備えること。 
(5) クリティカルな回路で使用するコネクタはロック機構を備えること。また、丸型のコネクタに

は、セルフロック機構を備えること。 
(6) プラグに捻り力を与えるロック機構の場合は、プラグの取付け中にレセプタクルが回転しない

ようになっていること。 
(7) 可燃性蒸気や液体を有する装置の内部又はその装置に接続される電力用レセプタクルやコネク

タがスパーク等によって爆発の原因とならないよう、回路を設計すること。 
(8) コネクタのピン配列は、隣接するピン間が短絡を起こした場合でも単一故障点とならないもの

であること。また、アーム－ファイアのようなシリーズにすべき2つの信号が、隣接するピン間

の短絡により1つの信号で行われることのないようにピンアサインメントを行うこと。 
 
5.6.3  バッテリ 

(1) 一般要求 
a. バッテリセルは電解物質の漏洩を防止するよう設計すること。 
b. バッテリセルは内圧に耐えるように構造設計すること。 
c. バッテリケースは電解物質に耐えられるように設計すること。 
d. ガスの滞留を防ぐためバッテリケースの余分な容積を最小にすること。 
e. リレー接点のような露出した回路をバッテリケースの内部や付近で使用しないこと。 
f. 接続用ターミナルを取付けるとき、極性を間違うことのないようにバッテリを設計すること。

ラグ等の接続金具を使用する場合には、陽極・陰極を明確に識別表示すること。 
g. メインバスとバッテリの接続には接触面で腐食が生じやすい異種金属を使用しないこと。 
h. バッテリとメインバスとの接続点はターミナルが露出しないようにコーティング、シーリング

等をして水分の影響を防止すること。 
i. バッテリケースには電解物質のタイプを明示すること。ただし、ケースに表示できない場合は、

他の方法も許容する。また、安全な取扱手順を表示すること。 
(2) 通気性バッテリセル 

a. バッテリセルは電解液の漏れが最小になるよう設計すること。 
b. ウエットセルバッテリは各々のバッテリセルに適切な圧力リリーフ機構を持たせること。 
c. 無重力状態でバッテリセルから電解物質が漏れないように配慮した設計とすること。 
d. バッテリケースは過負荷や内部短絡によって加圧される状態になっても電解物質を他へ漏出

しないように設計すること。 
e. 通気プラグがついている場合には絶縁物を使用してケースと電気的絶縁をすること。通気プラ

グ付きバッテリには蓄積された電解物質の放出を図るための機構（細孔性プラグ、スタンド 

パイプ等）を組込むこと。 
(3) 密閉性バッテリセル 
a.最大予想使用圧力(MEOP)が1MPa以上のバッテリセルの圧力容器の設計は、2.1(1)項JERG-0-001

「宇宙用高圧ガス機器技術基準」によること。（例）ニッケル水素バッテリセル容器 

b.MEOPが1MPa未満のバッテリセルは通常運用で最悪の内圧上昇による破壊に対し安全係数3以上

となるように設計すること。なお、破壊前漏洩設計(LBB)のバッテリセルの安全係数は1.5以上

であること。 
c.上記の安全係数を取れない密閉性バッテリには、使用圧力の最大1.5倍で作動する圧力リリーフ

機能を設けること。 
d.バッテリセルが短絡や異常な温度上昇による内圧上昇にも耐えることを試験で実証すること。 

(4) リチウムイオンバッテリ（リチウムバッテリを含む）を使用する場合は、機構と協議すること。 
 

B 
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5.6.4  回路保護装置 
(1)ペイロードのいずれかのサブシステムでの過負荷が他のサブシステム又は他のＧＳＥに影響を

与える可能性のある場合には、そのサブシステムの電源側に回路保護装置を設けること。 
(2) 冗長回路には主系回路と同一の保護装置を共用しないこと。 
(3) 回路保護が作動する電流値と持続時間を適切に選定して、他の回路保護装置の作動の妨げと 

ならないようにすること。 
 
5.6.5  ケーブル、ワイヤ 

(1) 可燃性ガス・蒸気又は液体の漏洩又は凝縮の影響を防止するために電気機器等の内部を外部 

から隔離する必要がある場合には、配線の貫通部にポッティング、シーリング等を行うこと。 
(2) ケーブルやワイヤ及びその端末部やコネクタ取付部においては応力をかけないよう、液体の 

配管と接触しないよう、又は他の鋭い端部や摺動部と接触しないように組立、配置、固定など

を行うこと。 
(3) ケーブルやワイヤの絶縁物にはホットスタンプを施工しないこと。 
(4) 安全上重要な系においてはケーブルやワイヤからのＲＦ放射により、他の装置の故障、火工品

の点火、通信機能の阻害等を引き起こさないように適切なシールドを施すこと。 
また、次のような配慮をすること。 

a. 干渉信号の周波数、伝送ラインの長さ及び高い又は低いインピーダンスのフィールドに対する

回路の相対的感度に基づき、単一点又は複数点シールドグランドを使用すること。 
b. 5kHz以下での電磁結合を減少させるためツイストペア線を使用すること。静電結合を減少さ

せるため、高導電性の銅製ブレードのシールドをツイストペア線に付加し、グランドすること。 
c. 電気点火回路用の信号ケーブルは5.5.7項によること。 

(5) 通信用機器は、電気的過度状態がそのサブシステムの状態の情報を間違えた情報に変えて  

テレメータデータに入力しないよう、電力用機器に対してシールドすること。 
(6) 電力と信号の配線においては、同じケーブル、ワイヤハーネスを使用しないこと。 
(7) 50KHz以下の周波数の誘導電圧に対する保護用シールドは全てのコネクタに繋ぎ、その片端で

グランドすること。50KHzを超える周波数の誘導電圧に対する保護用シールドは全てのコネク

タに繋ぎ、その両端でグランドすること。 
(8) 安全に関わる系統のワイヤとワイヤはスプライスしないこと。この規定により難い場合は、  

スプライスしても安全上問題ないことを文書で示し、機構の了解を得なければならない。 
なお、火工品の配線についてはスプライスを認めない。（5.5.7項参照） 

(9) 曲げによる断線の可能性がある箇所には、単線を使用しないこと。 
(10) ケーブルの配線は接続されたコネクタの脱着が容易となるよう、その柔軟性、長さ、損傷の

防止、空間的余裕を考慮して設計すること。 
(11) ワイヤの絶縁は使用される環境、不燃性及び化学的適合性の条件に合致すること。 
(12) ふっ素樹脂被覆ワイヤに締付けや曲げ等により荷重を加える場合には、被覆の損傷による 

短絡に留意すること。 
 
5.6.6 制御回路 

(1) 安全に関わる冗長システム(多重化した制御回路)の機器は、回路ごとにそれぞれ独立させる 

こと。 
(2) 安全に関わる冗長システムの機器は、同じケーブルやコネクタを通さないこと。 
(3) 安全に関わる冗長システムの機器は、同じバス回路や保護回路から電力を受けないこと。 
(4) 安全上重要な制御系にリレーを使用する場合は、冗長性を考慮すること。 
(5) 自己試験回路を有する機器はコマンドやテスト信号の発生を表示するだけでなく、システムと

しての実際の応答を表示できるものであること。 
(6) システムの状態を監視するインディケータは、コマンド発生や電力消費の状態を表示するだけ

でなく、コマンドにより作動する機器の動き等、実際の応答を表示するものであること。 
(7) 制御回路は、各々の回路の動作を確認するための点検機能を有すること。 
(8) 安全に関わる冗長システムは点検機能を有すること。 
(9) 作動中に温度暴走の恐れのあるヒータ回路はフェイルセーフ設計をすること。 
(10) 入力断、過電圧、不足電圧となったとき、機器は安全側に復帰すること。 
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(11) 加熱機器が使用される場合、手動リセット機能を有し、冗長系の自動ヒータ遮断機能を有す

るシステムを検討すること。 
(12) 危険なレベルの電流を放電しうるコンデンサを有する回路にはブリードダウン回路を設ける

こと。 
(13) ラッチングリレー等の回路は過渡電圧による不測の作動が起こらないように設計すること。 
(14) ヒータが機器の温度制御に使用される場合、温度の検出、制御及び過加熱保護について各々

独立した回路を設けること。 
(15) 可燃性ガス、蒸気、液体を含有する、又はこれらに曝される電気・電子装置は防爆性のもの

であること。 
(16) 緊急用の装置や回路の制御に使用されるサーキットブレーカやスイッチ類は、不測の作動を

防止する対策を施すこと。 
(17) 制御回路の電力が切れても対象機器の状態のモニタ機能が無くならないようにすること。 
(18) 操作範囲や機能の限界は設計上で規定しておくこと。 

 
5.6.7  電力回路 

(1) 電力系の過負荷保護装置は、電力系の誤作動に起因する損傷に対してＧＳＥの保護も行なえる

こと。 
(2) 主電力と冗長電力バスはコネクタ部で生ずる事故の伝播を防ぐため、同一のコネクタを通して

配線しないこと。 
(3) アンテナや送信部の作動時を除き、RF装置の外面は蓄積された電荷、不測の接続や放電による

要員の傷害を防止するためにア－ス電位とすること。 
(4) 直流リターンは構造体の単一点接地ポイントに結合すること。 
(5) ペイロード構体は、最大電流が安全にペイロード等の単一点接地に流入するように電気的に 

ボンディングすること。 
 
 
5.7  電波放射系 

(1) システム、サブシステム及び機器は、電波放射等の電磁干渉による誤作動や異常、故障を防止

するため、適切な電磁適合性（ＥＭＣ）設計を行うこと。 
(2) 火工品点火回路及びその他の重要な機器は、電波放射からの影響を排除しうるよう適切に配置

し、また適切なシールドを施すこと。（火工品回路については5.5.6項参照） 
(3) 人体に対して電波による電界強度及び電力密度が危険なレベルを超えるような電波機器には、

防護対象を考慮して機器配置及び放射レベルを低減させるための有効なシールドの設置、  

立入禁止区域の設定等の処置を講ずること。 
なお、人体に対する電磁界強度については表5.7-1と併せて電波法施行規則及び関連の防護 

指針、告示等を参照すること。 
 

表5.7-1 人体防護の必要な電磁界強度（平均時間 6分間） 
  

周波数 電界強度の実効値(V/m) 磁界強度の実効値(A/m) 電力束密度(mW/cm2) 
10kHz～30 kHz ＞ 275 ＞ 72.8  
30 kHz～3 MHz ＞ 275 ＞2.18／周波数[MHz] 

（72.8～0.728） 
3 MHz～30 MHz ＞824／周波数[MHz] 

（275～27.5） 
＞2.18／周波数[MHz] 
（0.728～0.0728） 

30MHz～300MHz ＞  27.5 ＞ 0.0728 ＞0.2 
300MHz～1.5GHz ＞1.585×(周波数

[MHz])1/2 

（27.5～61.4） 

＞(周波数[MHz]) 1/2／237.8 
（0.0728～0.163） 

 
＞周波数[MHz]／1500 

1.5GHz～300GHz ＞  61.4 ＞ 0.163 ＞１ 
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5.8  放射線系 
Ｘ線、γ線検査装置等の電離放射線及び放射性物質を持ったペイロード（実験ペイロードを  

含む）の搭載の可否については、機構と協議のこと。 
可となった場合は、以下の要求を満足すること。 

(1) 放射線発生装置にはシールド、インターロック、フェイルセーフシステム及びリミットスイッ

チを備えるよう設計すること。 
(2) 放射線システムは極端な温度、高電圧、有害蒸気、有害ガス及び放射線エネルギーに要員、   

施設及び機材が晒されないように設計すること。 
(3) 放射性物質には次の対策を施すように設計すること。 

a．放射性物質は、その固有の放射による影響を受けにくい物質で完全に密封するか、容器に  

収納し、放射線の漏洩による有害な影響がないこと。 
b．放射性物質の密封は地上や宇宙の環境、事故あるいは誤った取扱いによる損傷に耐えること。 
c．放射性物質を有する機器は放射性物質の密封に損傷を与えずに取換えることができるように 

設計すること。 
(4) 放射性物質の漏洩の可能性や漏洩した場合の影響を最小にするため、次のような予防策を施す

よう設計すること。 
a．適切にシールドされ、安全確実な機構の指定する放射線源の貯蔵室に収納すること 
b．事故の場合に、放射性物質を一時的に保管できる予備のシールドコンテナを備えておくこと。 
c．放射性物質を持つ全ての機器や装置は、２次漏洩を防止するため２重シールドを施すこと。 
d. フライト用の放射線源は、できる限り打上げの直前にペイロードに取り付けられること。 

 

 

5.9  光学・レーザ放射系 
5.9.1  一般要求 

(1) 光学・レーザ放射系は、危険な強さ及び危険な波長の光が要員の眼に入らない設計とすること。 
(2) 危険な波長の光が発生しているところでは、紫外線や赤外線による火傷を起こさないための 

適切な防護手段をとること。防護手段が講じられない限り石英ガラス製の窓、開口部、カバー

などを使ってはならない。 
(3) パルスその他の高エネルギレーザシステムは失明や皮膚の障害につながる恐れがあるため、 
全てのレーザ光及びその反射光が機器から漏れて目に入ったり、人に当ったりしないような方策

を講じない限り使用してはならない。（5.9.2項も参照のこと） 
(4) 直視型接眼レンズ部における光の強度とスペクトル波長は、目に対する障害を予防するため 

安全な範囲に制御する設計とすること。 
 
5.9.2  レーザ 

(1) レーザ光が要員や他の機器、構造物等の方向に照射されないように、ストッパ、ロック機構、

シールドなどを設けること。 
(2) レーザ発生装置を設置場所から取り外す場合は、必ず電源を遮断できる設計とすること。 
(3) レーザ光発射器具及び反射器具には、打上げの際の振動あるいは保守中に誤って接触して 

光軸が移動し予期せぬ方向に照射されることの無いように、光軸を固定できる設計とすること。 
(4) レーザの外部に露出している全ての部品、表面及びシールド等は、常にアース電位となるよう

設計すること。 
(5) フラッシュ管としては石英ガラスを使用しないこと。使用の必要性がある場合は、紫外線を  

吸収するための適切なプラスチック又は壊れないガラスのシールドを使用すること。 
なお、フラッシュ管ハウジングに、それを開けたときの放射紫外線量が表示されているなら、

石英ガラスを使用してもよい。 
(6) レーザはシャッタシステムを設けるか、又は複数のコマンドによるインヒビットを備え、   

誤ってビームを発生しない機能とすること。 
(7) レーザ光線又はその反射光による要員への危害、可燃物の発火を防止するため、完全に遮断  

したままの状態で出力の測定ができるような設計とすること。 
(8) 放射光による人体への障害の恐れを小さくするため、レーザシステムは光線を送出しない状態

でできるだけ多くの調整やシステムチェックが行えるように設計すること。 
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(9) コーティング劣化が原因の内部反射によるレンズ表面の過熱・溶解を防止するため、レーザ  

システムには堅牢で実績のあるコーティングを使用すること。 
(10) 埃、蒸気、指紋等による光学機器の汚染が潜在的なハザードの原因となりうるほど高い   

パワーレベルで作動するレーザシステムでは、射場での調整や保守作業によって光学的汚染が

起こらないような設計とすること。 
(11) レーザシステムは照準時や出力測定時にレーザ光線が完全に遮断され、目に入らないように

すること。 
(12) レーザ光を見るための接眼鏡には、その使用波長に合わせたフィルタを設けること。 
(13) 標的、光学系などのアライメントを取るためにはHe-Ne系のような低エネルギーレーザを 

用いること。 
(14) 有害化学物質・極低温物質が用いられているレーザシステムでは、配管の破壊時、漏洩を  

制御するための遮断弁を設けること。 
 

 

5.10 地上支援装置（ＧＳＥ） 
ＧＳＥは5.1項に示す要求に加えて、以下の要求を満足すること。 
 

5.10.1 輸送、機材ハンドリング装置 
(1) 輸送、機材ハンドリング装置には、次のＧＳＥ等が含まれる。各装置は必要な安全設計要求を

考慮すること。 
a．機材ハンドリング装置 

スリング（ロープ、スプレッダバー、フック、リングリンク）、トラック、ドーリ、ローダ、

フォークリフト、補助装置（ジャッキ、固縛装置、車輪止め、けん引環等）、可搬式シェルタ、

保護カバー 
b．移動用装置 

クレーン、デリック、ホイスト、ハイドラセット 
c．輸送用装置 

架台、移送コンテナ、輸送コンテナ及び移動車、道路走行トレーラ 
d．ハンドリング構造体 

スピンテーブル、ポータブルロンチプラットフォーム等 
(2) 最小安全係数及び保証荷重要求 

輸送、機材ハンドリング装置は労働安全衛生法に定められた最小安全係数及び保証荷重等を

満足しなければならない。以下に概要を示す。 
・吊り具に対する最小安全係数はワイヤロープに対しては６、それ以外に対しては5とすること。 
・吊り具を除いて最小安全係数は、静荷重条件の下で永久変形に対して安全係数3、定格荷重の

1.5倍を超える変動荷重条件の下で、永久変形に対して安全係数2とすること。 
・特に指定のない場合は、保証試験荷重は定格荷重の2倍とすること。 
・人を持上げたり支持したりする装置は、保証試験荷重条件においても全ての設計機能を満足

しなければならない。 
(3) 架台や輸送コンテナ、移動車の選定を行う場合、これらの装置が適切で輸送荷重がペイロード

構造の許容値以下になることを確認すること。 
(4) 鋭いエッジは取り除くか、もしくはカバーを付けること。（5.1.5項によること） 
(5) ボルトは適正な長さとすること。（5.1.6項によること） 
(6) 吊上げ、移動等に際して不適切な重心位置に起因する転倒、落下等が生じないよう必要な重心

解析を実施すること。 
(7) 輸送、機材ハンドリング装置は人員保護及び襲雷に備え、適切に接地・ボンディングすること。 

 
5.10.2 電気・電子装置 
5.10.2.1 材料の選定及び異種金属の組合せ 

(1) 装置の予想される使用条件に対し、安全性、信頼性及び適合性のある材料を選定すること。 
(2) 装置の構造体には可燃性材料の使用を避けること。 
(3) 操作員の皮膚を刺激することのないように、グラスファイバをケーブルやワイヤ、他の機器の
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外部カバーとして用いないこと。 
(4) 使用条件下で有害性、腐食性、可燃性、爆発性のガスの発生や火災を生じない材料を選定する

こと。 
(5) 常に接触する箇所には異種金属材料を用いないこと。異種金属を使用する場合には、接触面の

電蝕防止を図ること。 
 
5.10.2.2 回路及び部品 

(1) 配線、電線 
a．配線に用いる絶縁被覆材料は寿命が長く電気特性の劣化も少なく、予想される条件下での  

物理的特性の低下の少ないものであること。 
b．絶縁被覆材料には、次に示す環境の低温及び高温条件においても十分連続使用できるもので

あること。ただし、直射日光などによる輻射熱については遮断するものとする。 
(a) 低温条件（作動・非作動時の周囲温度）－5 ℃ 
(b) 高温条件（作動・非作動時の最高温度） 52 ℃（75 ℃ *） 
（* 発熱するものは、周囲温度52℃に対して温度上昇分23℃を加える。） 

c．周囲温度が上昇しても必要な通電能力を維持できる導線径を選定すること。 
d．電線の絶縁材料や配線器材の導電部に接する部分の物質は、作動中、厳しい酸化状態にあっ

ても次のような場合に自己消火性を有すること。 
(a) 点火源を取り去った場合 
(b) 回路の短絡又は機器の故障による大電流が流れ、導体が溶融状態になった場合 

e. 電源ケーブルを電源盤の端子に接続する場合、ケーブルの末端には丸形の圧着端子を使いねじ

が緩んだ場合にも容易にケーブルが外れないようにすること。 
(2) 接続箇所 

a．ターミナル 
(a) 高い温度、結露、低い気圧、塩分などの環境条件でコロナ放電や絶縁抵抗低下を防止する

ために十分な絶縁間隔や隔壁を持たせること。 
(b) 作業頻度の高い機器付近のターミナル、人が触れたり外部からの侵入物や破片で感電・  

短絡する可能性のあるターミナル及び埃・水滴・汚染などにより性能低下の恐れのある回路

のターミナルには、カバー等の保護を設けること。 
b．コネクタ 

(a) １つの機器に２つ以上のコネクタを隣接して取り付ける場合には、アライメントピンや 

キー溝の異なるコネクタを用いる等、誤って他のコネクタに結合するのを防止する方策を 

講ずること。  
(b) コネクタは、電源側をレセプタクルコンタクトに、負荷側をピンコンタクトになるよう  

設計すること。 
(c) 結合しないコネクタには、埃や水滴、汚染から保護するための保護キャップ等を設ける  

こと。 
(3) 接地 

a．全般 
(a) アンテナと送信部の動作時を除き、電波放射装置は外表面とシールドがア－ス電位になる

よう設計し組み立てること。 
(b) 接地不良が生じたり危険な高電圧が発生することのないように設計すること。 
(c) 大地を回路の一部として用いないこと。機器内部、又は機器間ケーブルに電流帰路線を  

通すこと。 
(d) 同軸ケーブル以外はシールドを電流帰路として用いないこと。 
(e) 携帯用工具や機器ではプラグ又はレセプタクルを結合するとき、フレームやケースが  

自動的に接地されるようにすること。 
(f) 接地線は、電流に対し十分な容量があり、大地に対する電位の上昇を制限し回路の過電流

保護装置の作動を確実にするためインピーダンスを低くすること。また、長い配線束内の 

不使用線は浮遊電荷や静電荷を放電させるために接地すること。 
 

b．シャーシへの接地 
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(a) シャーシやフレームへの接地は、はんだ付けを行う場合、ターミナルラグ、又ははんだ付

け用としてシャーシやフレームに設けられた箇所に行うこと。また、ネジ止めによる場合は、

シャーシやフレームのタップ孔又は通し孔にスクリュウ、ナット、ロックワッシャを用いて

接地線のターミナルを固定すること。 
(b) 鉄鋼製のシャーシやフレームでは耐蝕性を保持するためスクリュウ孔の周りをめっき、 

又は錫コーティングすること。 
c．シールド 

(a) 電線及びケーブルのシールドは、シャーシ又はフレームに上記(3)b項に示す方法により 

接地すること。 
(b) シールドは露出した通電中の部品に接触したりシャーシ又はフレームの本来の接地点以外

の箇所に接地したりすることのないようにすること。 
(c) 芯線とシールドの間での短絡やアークを防止するため、シールドの端末を芯線の露出部か

ら充分離さねばならない。シールド効果との兼合いによりクリンピング、リングなどの部品

を用いて、シールドの端末は芯線の露出部から25mm以内とすること。 
(4) 過負荷保護  

a．全般 
(a) 地上支援装置側の過負荷によりペイロード側に影響を与えないように設けること。 
(b) 火災、爆発及び過熱を生じないよう一次回路にヒューズ、サーキットブレーカ又は他の  

保護装置を設けること。 
(c) 試験点検用の器材は過負荷電流や誤動作の場合に対しても、保護すること。 
(d) 故障の発生した回路への給電線を開放するようにヒューズ、サーキットブレーカ等を  

用いること。 
(e) 中性点電圧を計測して作動するような保護装置を除き、主電源スイッチの負荷側に保護 

装置を設けること。 
(f) 保護装置は電源側にはトリップ時間の長いもの、負荷側にトリップ時間の短いものを  

用いること。 
(g) 3相モータには、1相の不具合で3相とも活性化しないように、欠相保護回路を設けること。 

b．サーキットブレーカ 
(a) サーキットブレーカを用いる場合には、リセットボタンやスイッチレバーを容易に操作で

きるように設計すること。 
(b) サーキットブレーカは、そのトリップ状態を目視で確認できるものであること。 
(c) レバーをオン側に保持していてもトリップするように設計すること。 

 
5.10.2.3 人体に対する防護 

(1) 全般 
a. 高エネルギー機器は、火傷、放電やRF放射による障害を受ける可能性が最少になるよう配慮

した設計とすること。 
b. 電気的に過熱する面や伝熱の高温部への接触による火傷、電気機器の過負荷に起因する火災に

よる障害、高電圧（30V（直流、交流実効値）以上）に接触することによる電気ショックなど

のハザードについて防ぐこと。 
c. 作動中に30V（直流、交流実効値）以上の電圧が印加される箇所に人員が接触することを防止

するドア、カバー等を含む適切な防護機能を設けること。 
d. 装置の設置、配置替え及び交換の時に電源を遮断できるように設計すること。 
e. 装置に設ける主電源スイッチは装置の電源を遮断出来るものであり、主電源スイッチである 

ことを明示すること。 
(2) インターロック  

a. 正規の順序で作動させないと故障又は危険を生じる装置には、電気的なインターロック機能を

設けること。 
b. インターロック機能は次の考え方により選定及び設計を行うこと。 

(a) 70V（直流、交流実効値）以上の電圧の印加箇所において、通常の運用中の調整及び保守等

により当該箇所に接触する場合には、ドア、カバー等にインターロック機能を設けること。 
(b) 70V～500V（直流、交流実効値）の電圧の印加箇所において、バリアやガードが設けて   

B 

B 

B 

B 
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ある場合には、主ユニットにインターロック機能は不要とする。 
(3) 短絡棒 

a. 電源をオフにしても電荷の一部が装置に蓄積され、感電の恐れのある場合には収納式短絡棒を

設けること。 
b. 収納式短絡棒が設けられない装置には携帯式短絡棒を接続するための接地スタッドを設ける

こと。 
c. 収納式短絡棒は透明スリーブを被せた可とう性の撚銅線を用いて、装置の主フレームに設けた

接地スタッドに接続すること。 
d. 接地スタッドへの接続は緩みが生じないこと、また、接地に対して高抵抗でないこと。 
e. 接地スタッドのみが付けられた装置においては、携帯式短絡棒の接地スタッドへの着脱が容易

にできること。 
(4) 安全ガード 

a. 大地に対して30Vから500V(直流、交流実効値)の電位を有するコンタクト及びターミナル等は、

誤って要員が触れるのを防ぐための隔壁、ガードを設けること。 
b. 隔壁には整備や試験のための孔を有してもよいが、500V以上の電圧で作動する内部機器は、

他の内部機器から完全に遮断された閉構造にすること。 
c. 隔壁やガードが取り外されることを配慮し印加電圧の最大値を記した高電圧で危険である 

ことの表示をすること。 
(5) 高電圧の表示 

a. 500V（直流、交流実効値）以上の電圧が印加されるコンタクト、ターミナル、類似の部品には

「危険、高圧－(最大印加電圧)V」と明瞭に表示すること。表示は危険表示マークとともに  

白地に黒文字で行うこと。 
b. 表示は装置の危険な箇所の近くに目立つように表示すること。 

(6) 高電圧保護 
操作中、整備中に300V(直流、交流実効値)以上の電圧を測定する必要のある装置では、高電圧

を相対的に低電圧で測定できるテストポイントを設けること。 
(7) 放電装置 

電源を遮断してから2秒以内に30V DCまで放電可能な場合を除き、高電圧回路とコンデンサに

は放電装置を設けること。 
放電装置はケースやラックを開けたとき、自動的に電源を遮断し、30V DCまで2秒以内に放電

できるものであること。 
(8) モーメンタリオーバライド 

a. 電源の瞬断が好ましくない回路ではインターロックに優先して、手動操作のできるモーメン 

タリオンタイプのオーバライドスイッチを前面パネルに設けること。 
b. オーバーライドスイッチはオーバライド対象の扉や覆いを元に戻せば自動的に解除するもの

で、オーバーライドスイッチが作動、解除する何れの場合においても装置への電源が瞬断しな

いものであること。 
(9) 温度 

a. 人員が接触する可能性のある装置では、露出部の温度が常温の気温中で 60℃を超えないこと。 
b. 前面パネルの温度は、常温の気温中で45℃を超えないこと。 

(10) 点検口 
a. 危険な機械、電気部品の近くに点検口を設ける必要がある場合には、内部に照明装置を設け、

点検ドアの開閉でその照明のオン、オフができるように設計すること。また、その点検ドアの

表側には明瞭に識別できる警告表示板を設けること。 
b. 手や腕を傷つけないように点検口のエッジ部は、成形板やゴム、繊維、プラスチックを用いて

保護すること。 
c．高電圧機器の点検口には、安全用のインターロックを設けること。 
d．装置等の作動状態で作業を行う必要があり、インターロックを解除する場合には、作業が  

終了し、点検ドアを閉じたとき、インターロックが自動的に復帰できること。 
e．高電圧が印加されている箇所の近くに配置されている調整部には、ドライバガイド機構等を 

用いてドライバ等調整工具が誤って高電圧部位に接触することの無いようにすること。 
f. ガラスでは応力などの要求を満たせない場合には、クイックオープン式の金属製ドアを設ける

B 

B 

B 
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こと。 
g. 必要な箇所には、開口部やドアに装置の内外部の電磁干渉を防止するための材料を用いること。 
h. 点検口の付近には、5.10.2.3(5)項に示す表示を行うこと。 

(11) 機械的保護 
a. 装置が作動しているとき、歯車、ファンベルト等の可動部に要員が接触しないよう保護装置等

を設けること。 
b. キャビネット、扉等はシャープエッジを持たない形状にすること。 
c. 扉や蝶番を有するカバーは角を丸め、開いた位置で固定するための機構を設けること。 
d. 引出し、ラック形式の装置では機器の破損、人員への障害を及ぼさないように飛び出し、落下

防止の機構を設けること。 
e. 重要なスイッチや制御器は、不用意に人員が接触して作動することのない位置に設けること。 
f. 潤滑油や空気圧の配管と継ぎ手、又は計器の導線や電気的コネクタの誤接合を防止する設計を

すること。 
g. カラーコードやマーキングは、フールプルーフ方式が取れない場合にのみ用いること。 

 
5.10.2.4 その他の考慮事項  

(1) メータには故障によって端子に高い電圧や電流が発生するのを防止するための過負荷バイパス

機器、又は同様の機能を有する機器を設けること。 
(2) 陰極線管ディスプレイを有する装置では、その破裂によって人員が障害を受けることのない 

よう設計すること。 
(3) 装置の冷却及び通風 

a．通気口は、不要物が入り込んで高電圧の箇所に接触しないような位置、形状とすること。 
b．部品の過熱を防止するため、必要性に応じて熱遮蔽板や内部通気口を設けること。 
c．必要に応じて換気扇を設けること。ファン類は一般的に大電力を消費し、発熱量が多いので、

電磁干渉、電源及び冷却の設計に留意すること。 
(4) 静電気 

a．使用する材料の一方が絶縁体の場合、その摩擦による静電気の発生防止に配慮すること。 
b．放電されず高電圧に蓄積され、一度に放電されて火花を発生することを防止すること。 
c．装置等は静電気の蓄積を防止するため接地すること。 

(5) 接近性 
 a. ラッチ式又はヒンジ式の点検ドア以外では、1個の点検ドアを開くことによりユニットの  

取外し及び交換が可能なように設計すること。 
 b. 目視点検の必要な部品（作動時間計等）は、パネルや他の部品を取り外さなくても点検でき

るように設計すること。 
 
5.10.3 電波放射機器 

ＧＳＥの電波放射機器は、5.7項の規定を満足するものであること。 
 

5.10.4 放射線装置 
ＧＳＥのＸ線、γ線検査装置について、要員、設備及び装置の保護のために5.8項で規定された

放射線放射に対する安全要求の各項を満足させること。 
 

5.10.5  光学系装置 
ＧＳＥの光学系装置は、5.9項の規定を満足すること。 
 
 

5.10.6 推進系装置 
5.10.6.1 材料 

(1) 危険流体を含むシステムに用いられる材料及び部品は、運用状態において用いられる流体と 

適合すること。非金属材料、特に潤滑材や防音材についても、同様に注意すること。 
(2) 破壊じん性が高く、亀裂進展速度の遅い材料を選定すること。 
(3) 頻繁に脱着を繰り返す継手には、アルミニウム合金のようにネジ山の崩れ易い材料を使用しな
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いこと。 
(4) 腐蝕防止対策を行うこと。 

 
5.10.6.2 強度 

(1) 安全係数は破壊応力／最大使用応力とすること。(タンクの場合は設計破壊圧力／最大予想使用

圧力とすること。） 
(2) 機器の安全係数は、特別に機構が認可しない限り4以上とすること。 
(3) ガス圧力は最大予想使用圧力を超えないこと。 
(4) 減圧された下流の機器は上流の圧力に耐えること。又は必要な個所に安全弁あるいは破裂板等

を備えること。これらは下流の最大予想使用圧力の110%以下で作動すること。 
(5) 最大使用応力の計算にあたっては、形状、製造基準（公差、表面あらさ、検査、バラツキ）、

圧力、温度勾配、温度変化、組立状況、重量、環境及び運用の動的状態での応力、温度、腐食

等を考慮すること。 
 
5.10.6.3 システム設計 

(1) 推進薬の漏洩及び不意の混合を防止すること。 
(2) 不適合流体を使用する回路が存在するときは混合を避けること。（例えば、酸化性推進薬と  

還元性推進薬、呼吸空気と有害性流体など） 特に、接合部（ユニオン継手など）は誤接合   

及び漏洩を防ぐ設計とすること。 
(3) 各種配管類は漏れの可能性が最小になるよう継手を極力少なくすること。 
(4) 極低温推進薬系に使用するガスは凝縮しないものであること。 
(5) 極低温流体を使用する回路は、いかなる箇所においても閉塞が生じないような設計とすること。 
(6) 危険流体を使用する回路は、使用後、不活性ガスでパージができること。 
(7) 危険流体を使用する回路は汚染防止機能（漏洩、外部からの影響に対して）を有すること。 
(8) 固定又は移動式貯蔵容器については、最大予想使用圧力で流体が流れている状態で操作ができ、

接近容易な箇所に分岐回路の手動遮断バルブが設置されていること。 
(9)遠隔操作バルブについては制御力が失われることによってハザードを引き起こす場合には、安全

側に復帰するようにノーマルオープン又はノーマルクローズタイプのバルブを選定すること。 
(10) 排液は当該排液の中和及び排出が可能になる保管タンクに集めるか、それができなければ、

それを特別処理装置に注入できる輸送用容器内に回収できること。 
(11) 危険流体の気体状排出物はベントに集めること。万一ベント下流に環境汚染の危険性がある

場合には、投棄前に排ガスを中和あるいは希釈すること。 
(12)危険流体を含む流体系統は、流体による腐食、有害性等の危険な性質及び圧力系統に対する 

応力腐食等の性質を考慮して設計のこと。また、使用前に射場で気密試験を実施すること。 
(13) 機器は機械的ストレスに耐えられる箇所に設置すること。高圧配管系では人員に危害を与え

ない位置に取り付けること。また、必要に応じて防護措置を講ずること。 
(14) 危険流体に対しては換気を考慮すること。多量の危険流体を大気に排気する場合には、大気

汚染による影響をなくするために燃焼したり、希釈すること。 
(15) 自動減圧装置は圧力が破壊圧の1/4を超える貯蔵設備、破壊圧の1/4を超える圧力上昇の恐れが

ある流体系統には取り付けること。 
(16) 圧力超過による破壊の結果、重大ハザード又は破局ハザードを生じる場合には、作動機能の

異なる2種類の自動減圧装置を取り付けること。 
(17) フレキシブルホースは、使用を極力避けること。使用する場合は使用基準を明確にすること。

使用検討に当たっては、作動圧は設計破壊圧力の1/4以下とする。最大予想使用圧力の1.5倍以上

の耐圧試験を行うこと。 
(18) 各配管及び容器には、識別番号、最大予想使用圧力、使用流体を明記した識別タグ等を付け

ること。 
(19) 計測器・計装品 

a. 作動点はフルスケールの1/2～2/3となるように選定すること。 
b. 回路の操作や作動状況点検のため、作業者を不必要に現場に晒さないよう遠隔制御にすること。 
c. 制御盤は作業者が安全な状態で取り扱えられる様に設計すること。 

(20) 部品には、逆方向組立の可能性がある場合、又はその部品の使用流体が規定されている場合、
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誤組立又は使用流体以外の使用を排除するよう明瞭に識別をすること。 
(21) 推進系ＧＳＥに使用する高圧ガスの圧力容器及び配管系等並びに危険流体を取扱う設備には、

国内法令による規制あるいは許認可が必要な事項があるので、必要なデータを準備すること。 
(22) ペイロードからの推進薬漏洩時等の異常時には、ロケットに搭載した状態においても   

ペイロードの推進薬を安全に排出できること。 
(23) 輸送／機材ハンドリング装置は、人員保護及び襲雷に備え、適切に接地・ボンディングする

こと。 
(24) 現場指示器の窓は安全な材料を使用すること。 
(25) 極低温流体では低温脆性などに対する固有の予防措置を採用すること。特に、温度が90.3Ｋ 

（大気圧における酸素の液化温度）以下の極低温配管系は、全てこの予防措置をとること。 
 

5.10.7 油圧装置 
5.10.7.1 一般要求 

(1) 最大予想使用圧力及び温度限界 
a. 配管 

作動油の最適流速を低下させ、過大圧力及びパワー損失の原因となる流路の障害があっては

ならない。単一構成品の故障によって系統に背圧を発生させることがないように系統構成部品

を設計すること。最大予想使用圧力が作動油の粘性に及ぼす影響を考慮すること。 
b. 温度 

作動油が高温になり、ハザードを引き起こす可能性がある場合には、作動油の正常な作動  

温度を保つ冷却器を設けること。 
 
5.10.7.2 構成部品及び作動油の選定 

(1) 材料の選定 
メッキされた材料はメッキが剥がれることがあるため、配管に使用しないこと。銅は化学反応

を起こしやすいため、使用を避け、アルミニウム合金又はステンレス鋼を使用すること。 
(2) 圧力調整及び減圧弁 

油圧系統にはポンプに負担をかけないため、系統圧力の保持、調整のため、及びサブシステム

に要求された圧力を供給するために、圧力調整を行うこと。圧力が下流構造上の限界を超えない

ようにするため、またサブシステムにより低い圧力が必要な場合、ポンプの下流側に減圧弁を  

装着すること。 
(3) 系統配管 

a. 配管 
振動、熱膨張及び熱収縮に起因する歪を軽減するために、直線配管の使用を避けること。 

b. フレキシブルホース 
次の場合にはフレキシブルホースを使用することができる。 
(a) 振動や衝撃から隔離する場合 
(b) 相対運動をする構成部品を接続する場合 
(c) 固定配管ができない場合 

c．高圧配管の固定 
高圧配管は取付及び緩みによる破裂が生じるのを防止するため、適切な固定を行うこと。 

(4) 作動油の選定 
作動油の選定には、作動機能及び作動油の適合性の見地から、全系統を検討することが必要で

ある。これらを検討するに当たり、次のことを考慮すること。 
a．作動要素の性能に対する作動油の影響 
b．コーティング、シール、ホース及び配管のような作動しない部分に対する作動油の及ぼす  

腐食性又は劣化等の可能性 
c．作動油取扱いによって構成部品、作動パラメータ、周辺状況及び作動油自身に悪影響を与える

可能性 
d．高圧油圧系統や、火災の発生する可能性のある場所では、引火性の低い作動油を使用する  

こと。 
 

B 
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5.10.8 圧力装置 
設計に際しては、国内法規等の規制に関し機構と調整を図ること。 
 
 

5.10.8.1 安全設計考慮事項 
(1) 系統の解析 

有意な圧力を受ける系統の全てに対して構造解析を実施すること。 
(2) 耐圧試験圧力等 

高圧ガス保安法に定められた耐圧試験圧力及び設計破壊圧力によること。以下に概要を示す。 
耐圧試験圧力： 
移動圧力容器；（最大予想使用圧力）×5/3 
その他   ；（最大予想使用圧力）×1.5 
この圧力で系統の不具合が発生しないこと。 
設計破壊圧力：（最大予想使用圧力）×4 
この圧力で系統が破壊しないこと。 

(3) 材料の適合性 
圧力系統に用いられるすべての材料は、加圧されている流体との間に化学反応が生じないよう

適合性が保証されている材料から選定すること。 
(4) 緊急措置 

ペイロードからの推進薬漏洩時等の異常時には、ロケットに搭載された状態のペイロードの 

圧力システムからも安全に減圧ができること。 
 
 
 
6. 射場作業安全要求 

 
射場作業安全要求については2.1(2)項「射場・飛行運用安全技術基準」(JERG-1-007)によること。 B 

B 
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付録Ⅰ.  用語の定義      （本文３章参照） 

本標準で使用している用語の定義は下記の通りである。 
 

 
［ あ行 ］ 
 
アーム／セーフプラグ： 

ペイロード火工品の点火回路に対して、着脱することにより接続／絶縁を行う 

コネクタ類 
 
圧力システム ： 圧力容器、機器及びこれらを継ぐ配管などによって構成されるシステム 
 
圧力容器 ： 内部に高圧ガスを貯蔵する容器。ここでいう高圧ガスとは、 

(1)常用の温度において圧力(ゲージ圧）が1.0 [MPa]以上となる圧縮ガスであって

現にその圧力が1.0 [MPa]以上であるもの、又は温度35℃において圧力1.0 [MPa]
以上となる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く）。 
(2) 常用の温度において圧力が0.2 [MPa]以上となる液化ガスであって現にその

圧力が0.2 [MPa]以上であるもの、又は圧力が0.2 [MPa]となる場合の温度が35℃
以下である液化ガス。 

 
安全 ： ハザードが事故等に至らないように、除去、最小化又は制御されている状態  

即ち、リスクが許容できるレベルまで低い状態 
 
安全検証追跡ログ：ハザ－ドレポ－トの安全検証の完了を射場でしか確認できないものについて、  

ハザードレポートの安全検証確認に替わり、その完了まで適切に管理、確認する

ための文書 
 
安全上クリティカルな： 

識別されたハザ－ドの被害の度合いがⅠ又はⅡの危険を有している状態をいう 

例えば、安全上クリティカルな運用手順とか、安全上クリティカルな部品等の 

使い方をする（表4.3.1-1参照） 
 
安全審査 ： ペイロード、ＧＳＥ及び射場作業がペイロードの安全要求事項に適合しているこ

とを含め、ハザードが漏れなく識別され、ハザードレポートに記載のハザード 

原因の制御及びその検証について、各開発段階において評価・確認し、ハザード

の残存リスクが許容できるレベルにあることを評価・確認するための審査 
 
安全装置 ： 機器、機能が意図せぬ動作あるいは暴走した場合に、危険な状態に至ることを 

防止するために、設計的に設けられる装置又はシステムの総称 
 
安全デ－タ   ：ハザード識別まとめ表、ハザード解析表、ハザ－ドレポ－ト、安全検証デ－タ、

安全検証追跡ログ、安全要求適合マトリックス、安全上クリティカルな機能の 

故障データ等、安全要求との適合性を確認する文書 
 
ＥＢＷ (Exploding Bridge Wire Device) ： 

高エネルギー放電により爆発又は分解するように設計されたブリッジワイヤを

有し、それによって起爆薬に点火する起爆装置 
 

B 

B 
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ＥＥＤ (Electro-Explosive Device)：電気起爆装置 
 
インターロック ： 計装機器でその特定の事象、パラメータ、物理変数などの状態を監視し、異状を

検知したならば直ちにこれと連動する制御機器に信号を送って保護されるべき

システムを停止させ、事故、不具合又はそれらの状態を引き起こすことを未然に

防ぐような機能をいう 
 
インヒビット ： 事故に繋がる機能について要求しない時にその機能が動作することを抑制する

ため、事故に繋がる機能を動作させるエネルギ源との間に設ける物理的な遮断 
電気回路におけるリレ－、配管における遮断弁等 

 
ウエーバ ：安全要求に合致しない状態について、安全上リスク許容可能であることを確認し、

特別に許可すること 
 
ＦＴＡ(Fault Tree Analysis)： 

故障の木解析。システム等にとって致命的な事象を出発点として、これを論理的

に要素に分解して行き、最終的に観測可能な基本要素（故障原因）にまで細分化

することで、定性的又は定量的な故障の予測、又は故障原因調査を行う解析手法 
 
ＳＣＡ(Sneak Circuit Analysis)： 

この解析は、ハ－ドウェアシステム及びソフトウェアシステムを評価する解析手

法の１つであり、要求された機能を発揮させなくしたり、要求されない機能を引

き起こす潜在的な回路及び状態を識別することを目的とする。この解析手法には、

スニ－クパス解析、ディジタルスニ－ク回路解析、ソフトウェアスニ－クパス解

析等があり、適用システムに対して、これらの解析のうち適切な解析が使われる 
 
オーバライド ： ある特定の制御が通常の制御に優先して行えるようにすること 
 
 
［ か行 ］ 
 
カタストロフィック（破局）ハザード： 

第三者の死亡や重度の人的被害（永久的な人的障害を含む）、要員の死亡や重度

の永久的な人的障害、公共や第三者の私有財産の喪失や重大な損傷、システム 

（ロケット、ペイロード等）や射場施設の喪失、又は深刻な環境への影響をもた

らすハザード 
 
危険作業   ： 保安物等を扱う作業、又は危険な環境での作業で、かつ、機構が危険と指定した

作業  ハザーダス作業ともいう 
 
危険雰囲気 ： 有害性又は爆発性のガス・蒸気等が存在する雰囲気、及び密閉空間等の酸欠状態

になる恐れのある雰囲気をいう 
 
危険流体 ： 有毒物質、液体推進薬、液体酸素、酸素ガス等の酸化剤、その他発熱反応を生じ

る流体 
 
 
 

 

B 

B 
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クリティカル（重大な）ハザード： 
第三者の軽度の人的被害、要員の重度の人的被害、公共や第三者の私有財産の軽

度の損傷、システム（ロケット、ペイロード等）や射場施設の重大な損傷、又は

重大な環境への影響をもたらすハザード 
 
契約の相手方  ： 機構との契約又は協定によりペイロード／ＧＳＥの開発、射場作業等を実施する

個人、団体又は会社 
 
故障 ： システム、サブシステム、機器、部品が規定の期間中、規定の条件下で、規定の

制約の範囲内で要求される機能を果たすことができなくなること 
 
故障許容設計 ：故障又は人的過誤があっても事故に至らないようにする設計であり、ハザードを

制御するために用いる基本的な安全要求である。被害の度合いがⅠの場合、２重

の故障、又は２重の人的過誤、又は１つの故障と１つの人的過誤の組合せがあっ

ても事故に至らないようにする設計。 また、被害の度合いがⅡの場合、１つの

故障又は１つの人的過誤があっても事故に至らないようにする設計 
 
 
［ さ行 ］ 
 
最終確認審査 ： 人工衛星等の打上げ整備作業が確実に実施され、打上げカウントダウン作業に 

移行できることを確認する機構の審査 
 
最大予想使用圧力（MEOP；Maximum Expected Operating Pressure）：  

運用環境中で、圧力システムの構成品に負荷されると予想される最大圧力 
 
事故 ： 人員の負傷、死亡、疾病、システム（ロケット、ペイロード／ＧＳＥ）、関連    

設備、財産の損傷、環境への悪影響をもたらすような不慮の出来事をいう 
 
事故等 ： 事故及びヒヤリハット（危うく事故等になりそうになった事象） これらがなく

ても要員の職業病や環境への有害な影響をもたらす恒常的な事象を含む 
 
射場作業 ： 種子島宇宙センターにおいて実施されるロケット、ペイロード等の整備作業及び

設備・装置などの運用作業 
 
システム安全  ：プロジェクト等の事業遂行に関する計画立案から整備、運用･実施、撤収に至る  

システムのライフサイクルの全段階を通じて、運用効果、スケジュール、及び  

コストへの配慮の下に安全を最適化し、事故等のリスクを合理的に可能な限り 

小さくするため、工学及び管理の原理、基準及び手法を用いること 
 
出荷前審査（PSR: Pre-Shipment Review）： 

システム等の射場への搬出が可能であることを確認する審査 
受入試験結果や品質記録、不具合の処置状況等を審査する 

 
人員 ： 要員及び種子島スペースセンター内外の住民及び見学者 
 
スイベルジョイント：旋回の自由度を有する配管継手部 
 
ストレイ電圧 ： 迷走電流の有無を確認するために計測される電圧 

B 

B 
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セーフアーム装置 ： 固体ロケットブースタの点火や１／２段等の分離、及びロケットの指令破壊に 

用いられる火工品の、地上での誤作動を防ぐための装置 
［ た行 ］ 
 
地上支援装置（ＧＳＥ）： 

ペイロードのハンドリング、試験、点検などに必要な地上装置 
 
デビエーション ： 安全要求事項に合致しない状態について、その安全要求の意図を満足することを

確認し、安全要求に適合として承認すること 
 
テーラリング ： 適用対象の諸条件を考慮して、要求事項を取捨選択又は修整して、適用対象に 

見合った要求書に変更する行為 
 
電磁適合性（EMC：Electromagnetic Compatibility）： 

システム及びこれに関連するサブシステム／機器がミッション遂行期間中に 

遭遇するあらゆる電磁環境下で、性能を劣化することなく機能を発揮する能力 
 
伝爆路     ： EEDで発生したエネルギーを伝達するための経路 
 
［ は行 ］ 
 
パイロバルブ ： 火工品の作動によって開閉状態が切替えられる弁 
 
パージ ： タンクや配管等に残留する推進薬等を排出するため、又は機器への外気侵入を 

防止する目的で窒素ガス、ヘリウムガスなどの不活性ガスを供給すること 
 
ハーメティックシール： 

部品又は機器等において内部と外部が機械的に隔離され、気体の流通のできない

封止 
 
破壊前漏洩設計(LBB；Leak Before Burst） 

        ：圧力容器等に欠陥が生じても漏洩だけで大破壊に至らないようにする設計 
 
爆発性危険雰囲気区域： 

爆発性のガス・蒸気の漏洩、放出等のおそれのある区域をいう 
その区域内で使用する電気機器に対しては防爆性が要求される 

 
ハザード ： 事故をもたらす要因が顕在又は潜在する状態をいう 
 
ハザード解析 ： ペイロード／ＧＳＥに係わるハザ－ドを、ライフサイクルのすべてのフェ－ズに

亘って体系的かつ理論的に評価する手法 
 
ハザード概要 ：ハザードの内容（source､mechanisum､outcome）を含み、被害の度合いが分か

るハザードの概要 
 
ハザード原因  ：ハザードが事故に至るための要因発生の原因となるもの（例えば、推薬の漏洩の

原因となる容器の強度不足、推薬弁の誤作動、シール不良など） 

B 

B 

B 
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ハザード制御  ：狭義の意味では、故障許容設計、リスク最小化設計の手法を用いて、ハザードの

発生の可能性を低減させることをいう 
また広義の意味では、このほかに、安全装置、保護装置、警報装置、特別な手順

などによる手法を含む 
なお、本標準では5.1.1項を除いて一般に広義の意味で使用している 

ハザード対応策 ：ハザード原因を無くする、ハザード原因の発生の可能性を抑制する、又はハザー

ド原因の発生によるダメージを抑制するための方策（ハザード制御） 
 
ハザードタイトル ：ハザードの内容（source､mechanisum､outcome）を想像でき、他のハザードと

区別できるタイトル 
 
ハザードレポート ： ペイロード／ＧＳＥに係わる個々のハザ－ドに関して、設計担当者、安全担当者

及びプロジェクト担当者のリスク評価を受け、ひいては開発実施責任者に残存 

リスクに対する承認を得るために、ハザ－ド解析で実施された技術情報を文書化

したもの 
 
フールプルーフ ： 人的過誤が起こり得ないような、または人的過誤によっても安全性が確保される

よう配慮する設計思想 
 
フェイルセーフ ： サブシステム、機器等の不具合が生じたとき、その機能が失われても、安全が保

持されるように配慮する設計思想 
 
不具合         ： 機器等に使用される部品、材料又は役務において、１つ以上の特性が規定された

要求と合致しない状態。故障、不一致、欠陥及び機能不良を含む 
 
不適合流体   ： 酸化性推進薬と還元性推進薬、呼吸空気（換気装置を含む）と毒性流体のように

予期しない混合により事故又は事故につながる状態になる流体 
 
ブリードバルブ ： システムの正常な運用を維持するため、流体を放出するための弁  抽気弁等 
 
ブルーストンテスト（Bruceton Test）： 

火工品の信頼度をUp-and-down method（上下変動法）で試行錯誤的に測定し   

統計的に求める方法 

 
ペイロード（ロケットペイロード）： 

ロケットにより宇宙に打上げられる積荷。本標準では無人の積荷とし、それを 

構成するサブシステム、機器を含める 
 
ベント     ： 不要又は使用済み流体・ガスを大気中へ解放する開口部を有する装置 

開口部をベントポートという 
 
保護装置 ： (1)機器、機能が意図せぬ動作あるいは暴走した場合に、危険な状態に至ること

を防止するために、地上設備・装置として設けられる装置等（カバー、防護壁等） 
(2)不用意に操作したり、危険な部位に触れたりしないように設けられる装置等 

 
保安物     ： 保安物は、火薬類、高圧ガス及び危険物並びに危険物に準ずるものが含まれる 

B 

B 



  
JMR-002B 

付録1-6 

 
ポッティング  ： 電気回路等の一部又は機器内部の全体に対して、他の部分との間に爆発性ガス 

又は爆発による火炎が移行するのを防止するため、コンパウンドを充填して遮断

すること 
 
 
［ ま行 ］ 
 
マイルストーン ： ペイロード／ＧＳＥの開発等の進捗状況、有効性の測定又は達成の管理点として

活用するため、プロジェクトのライフサイクル上に予定した重要なイベント 
 
マニピュレータ ： （軌道上において）ユニットの交換、組立て及び結合作業等に使用される多関

節・多自由度のロボットアーム 
 
 
［ や行 ］ 
 
有害推進薬 ： 推進薬の蒸気、ガスなどが皮膚障害、神経障害、窒息、発ガン、中毒などの人体

障害を引起こすもの 
 
ユニオン継手  ： パイプを連結するのに用いるネジを切った継手 

両方のパイプとも回す必要がない 
 
要員 ： 当該作業に従事する機構及び契約の相手方などの担当者 
 
 
［ ら行 ］ 
 
リスク ： 予想される被害の度合いと事故発生の可能性を掛け合わせたもの 
 
リセプタクル  ： コネクタの雌側 
 
劣化      ： 使用又は時間の経過に伴って、材料、装置などの特性が低下すること 
 
 

B 
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付録Ⅱ 爆発性危険雰囲気区域内での電気機器への防爆要求 

 

「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド（ガス防爆、1994）に従って、爆発性危険雰囲気区

域内（同ガイドでは「危険場所」という）で使用する地上設備・装置の防爆電気機器の種別及び選定

の概要について述べる。 

なお、詳細については、同ガイド及びその関連法規である「電気機械器具防爆構造規格」又は「技

術的基準」の最新版（注）を参照のこと。また、実際の適用に当たっての詳細については、事前に機

構と調整を図ること。 

注：上記ガイドの発行以後、「技術基準」は1996年に改訂されている。 

 

(1)  防爆構造の種類 

a. 耐圧防爆構造 (Flame-proof explosion-proof structure) 

全閉構造で、容器内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ、

外部の爆発性ガスに引火するおそれのないようにした構造をいい、爆発性ガスに触れる容器外面

の温度上昇は、発火度に対応して定められた値を超えないことが要求される。 

b. 油入防爆構造 (Oil-immersed explosion-proof structure) 

電気機器の電気火花又はアークを発する部分を絶縁油中に納め、油面上に存在する爆発性ガス

に引火するおそれがないようにした構造をいい、爆発性ガスに触れるおそれのある部分及び油面

における油の温度上昇は、発火度に対応して定められた値を超えないことが要求される。 

c. 内圧防爆構造 (Pressurized explosion-proof structure) 

容器の内部に保護気体（清浄な空気又は不活性ガス）を圧入して内圧を保持することによって、

爆発性ガスが侵入するのを防止した構造をいい、爆発性ガスに触れる容器外面、通風管路の外面

及び排気の温度上昇は、発火度に対応して定められた値を超えないことが要求される。なお、内

圧防爆構造は、内圧の保持方式によって、通風式、封入式及び密封式の３種類に分類される。 

d. 安全増防爆構造 (Increased safety explosion-proof structure) 

正常な運転中に電気火花又は高温部を生じてはならない部分に、これらが発生するのを防止す

るように、構造上及び温度上昇について、特に安全度を増加した構造をいい、爆発性ガスに触れ

るおそれのある容器内外各部の温度上昇は、発火度に対応して定められた値を超えないことが要

求される。 

e. 本質安全防爆構造 (Intrinsically-safe explosion-proof structure) 

正常時及び事故時に発生する電気火花又は高温部により爆発性ガスに点火し得ないように電

気的及び構造的な要件を具備し、公的機関において火花点火試験その他によって確認された構造

をいう。 

f. 特殊防爆構造 (Special explosion-proof structure) 

a.～e. 以外の構造で、爆発性ガスの引火を防止できることが、公的機関において試験その他

によって確認された構造をいう。 

 

(2)  爆発性ガスの分類 

防爆電気機器の選定に当たっては、前(1)項の防爆構造において容器の強度、容器の隙間ある

いは高温部等について、対象とする爆発性ガスの危険度を考慮しなければならない。爆発性ガス

の危険度は、爆発等級及び発火度によって分類される。 

「電気機械器具防爆構造規格」の場合の分類例を次に示す。 

 

a. 爆発等級 

爆発性ガスの標準容器による火炎逸走限界の値に従って、表 Ⅱ-１のように３等級に分類する。 
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表 Ⅱ-１ 爆発等級の分類 

 

爆発等級 スキの奥行 25mm において火炎逸走を生ずるスキの最小値 

１ 0.6mm を超えるもの 

２ 0.4mm を超え 0.6mm 以下のもの 

３ 0.4mm 以下のもの 

 

 

b. 発火度 

爆発性ガスの発火温度に従って、表 Ⅱ-２のように６等級に分類する。 

 

表 Ⅱ-２ 発火度の分類 

 

発 火 度        発火温度 

Ｇ１ 450℃ を超えるもの 

Ｇ２ 300℃ を超え 450℃ 以下のもの 

Ｇ３ 200℃ を超え 300℃ 以下のもの 

Ｇ４ 135℃ を超え 200℃ 以下のもの 

Ｇ５ 100℃ を超え 135℃ 以下のもの 

 

(3) ＧＳＥにおいて考慮すべき防爆基準 

各保安物に対する防爆基準を以下に示す。該当する危険作業に使用するＧＳＥの設計・選定に

あたって考慮すること。 

a. 火薬類、ＮＴＯ、酸素 

全閉型の構造であること。 

b. 水素 

爆発等級３、発火度Ｇ１に対応できる構造 であること。 

c. ヒドラジン 

爆発等級２、発火度Ｇ３に対応できる構造であること。 

d. 保安物が２種類以上混在する場合 

混在する保安物の爆発等級、発火度のそれぞれ一番厳しい条件を適用する。 

 

注記１）酸素、水素については主にロケット側に適用される項目であり、ロケット推進薬充填時・

充填後ペイロード近傍（射座周囲）でＧＳＥを使用したペイロード作業は殆どないと

思われるが参考として示した。 

  ２）火薬類については、ここでは固体ロケット、及び爆発ボルト等の火工品を対象としてお

り、火薬類の粉末が存在し、電気機器が点火源となって爆発する恐れのある場所は含

まない。 
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スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

C.ペイロード名称  D.打上号機 
  

E.承認 契約の相手方 ペイロード開発部門 機構／安全部門 

フェーズ I    

フェーズ II    

フェーズ III    

F.ハザードの説明: G.ハザード制御 H. 

適合性 
I.検証手段、源泉データ、ステータス 

HR-1 爆発性危険雰囲気内

の発火 

1.1  フライト品目：一般 

a) 以下の全てに適合する。 

a)-1 国内法規「電気機械器具防爆構造規格」

におけるガス蒸気防爆構造（ただし非点火

防爆構造を除く）とする。（電子機器間をつ

なぐケーブルの防爆性も考慮すること。

JMR-002,付録 II に示す設計、またはポッテ

ィング、ハーメティックシール、不活性ガス

による加圧による防爆設計が、ガス蒸気防

爆構造の例である。） 

 

  

a)-1-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-1-2 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

a)-2 適切に接地することで静電気を防止す

る。 

 

a)-3 ヒドラジンに対する触媒作用となる錆な

どがないことを管理する。 

 

 a)-2-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-2-2 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

a)-3-1 図面の検査(防錆材料の使用) 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-3-2 フライト品の検査（目視検査含む） 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

b) 以下の全てに適合する。 

 （非防爆の機器やケーブル、コネクタ（D-sub コ

ネクタ等）等は以下項目に全て適合すれば受

け入れ可能） 

b)-1 推進薬充填、排出等の推進薬を取り扱う

作業中は、バッテリの接続解除等により通

電しない（人的操作が介在する場合は誤操

作を想定すること）。または、推進薬をもた

ないペイロードについては、射場作業中に

他衛星の推進薬充填作業の環境にさらさ

れない。 

 

  

 

 

 

b)-1 射場運用計画書の確認 

ステータス：OPEN（Doc.No. 射場運用計画書） 

 

もしくはフライト品に電源が入らない場合は 

b)-1 フライト品に電源は入らない 

 

 

b)-2 ロケット搭載時における通常の運用コン

フィギュレーションにおいて（故障は想定す

る必要はない）、自身または混載ペイロード

の推進薬のリークに対して点火源とならな

い。 

注：この対応がとれる場合、上記 b-1)以外の

雰囲気内においては通電が可能である。 

   

 

 

 

b)-2-1 図面の検査。(リレースイッチにより通電が遮断されている) 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b)-2-2 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

 

もしくはフライト品に電源が入らない場合は 

b)-2 フライト品に電源は入らない 

 

 

b)-3 振動試験／衝撃試験により、通電してい

る電子機器の健全性を確認する。（バッテ

リ直下のリレーが非密封性の場合は、チャ

タリングの確認を含む） 

注：展開物の誤展開に対するインヒビットとし

て使用するリレーに対してはチャタリングに

よる通電の可能性がある場合（ラッチング

リレー等）、実質的に本項の適用が必須と

なる。 

 

 b)-3 振動試験／衝撃試験中のリレーチャタリング有無の確認、及び振動試験／衝

撃試験後の機能試験。 

ステータス：OPEN（Doc.No. EM 振動試験計画書、EM 振動試験報告書） 

       OPEN（Doc.No. EM 衝撃試験計画書、EM 衝撃試験報告書） 

     OPEN（Doc.No. フライト品振動試験計画書、フライト品振動試験報告書） 

     OPEN（Doc.No. フライト品衝撃試験計画書、フライト品衝撃試験報告書） 

 

もしくはフライト品に電源が入らない場合は 

b)-3 フライト品に電源は入らない 

b)-4 適切に接地することで静電気を防止す

る。 

 

 b)-4-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b)-4-2 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 



JMR-002B NOTICE-2 添付 1-1 

 3/13  

JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

 b)-5 ヒドラジンに対する触媒作用となる錆な

どがないことを管理する。 

 b)-5-1 図面の検査(防錆材料の使用) 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b)-5-2 フライト品の検査（目視検査含む） 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

1.2  AGE/GSE 

 

a) 爆発性危険雰囲気内で AGE/GSE を使用しな

い。（検証不要） 

 

 

 

 

 

 

b) 以下の全てに適合する。 

b)-1 JMR-002, 5.1.2 項に基づく GSE/AGE の

防爆設計 

 

b)-2 ヒドラジンに対する触媒作用となる錆な

どがないことを管理する。作業前の点検な

どによる管理も許容される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) JERG-1-007に基づく運用(与圧室内での運用

等) 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

4.1.2 危険雰囲気 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料に

示すこと。 

 

 

 

１.3 爆発性危険雰囲気内作

業 

 

注：爆発性危険雰囲気内で

作業を計画する場合に

適用する。 

a) 爆発性危険雰囲気内での作業を実施しない。

（検証不要） 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 危険雰囲気   

4.1.8.2 保護具 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料

に示すこと。 
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HR-2 電磁適合性 

注 1：感受性は、安全上重要

な機能（ハザーダスな機

能に対するインヒビット等）

への評価を範囲とする。 

注 2： コールドロンチの場合

であっても、不意の電源投

入が想定しうる場合、評価

を実施する。 

 

a)   搭載場所の ICD に基づく電磁適合性試験 

 

 

 

 

 

 

a）-1  ロケット/ペイロード ICDに規定される環境条件に対し、展開機構(or分離機構)

等の安全上重要な機器に対するインヒビットの耐性を電磁適合性試験にて検証

する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性試験報告書） 

a）-2  ロケット/ペイロード ICD に規定される環境条件に対し、電子機器からの放射

性を電磁適合性試験にて検証する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性試験報告書） 

b)   搭載場所の ICD に基づく電磁適合性解析 

 

 
 
 

b）-1  ロケット/ペイロード ICDに規定される環境条件に対し、展開機構(or分離機構) 

等の安全上重要な機器に対するインヒビットの耐性を解析にて検証する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性解析報告書） 

b）-2  ロケット/ペイロード ICD に規定される環境条件に対し、電子機器からの放射

性を電磁適合性解析にて検証する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性解析報告書） 

 

HR-3  感電 a) フライト品及び GSE/AGE の電圧は 30V（直

流、交流）以下。 

または、商用 100V 電源を用いる高電圧露出

表面がない民製機器を取扱説明書通りに使

用する。 

 

 

 

 

a) フライト品及び GSE/AGE の電圧が 30V 以下であることの確認 

ステータス：OPEN（Doc.No GSE/AGE リスト、Doc.No 電力計設計図） 

 

b) 以下の全てに適合する。 

b)-1 露出した高電圧表面（30V 以上。通電され

た未接続端子を含む）がない設計とする。 

b)-2 適切に接地することで感電を防止する。 

（露出した高電圧表面はないが、内部に高

電圧部を持つ機器は、本対応をとること。） 

 

 

 

b）-1-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b）-1-2 フライト品、GSE/AGE の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

b）-2-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b）-2-2 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

 

c) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 
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4.6 電気／電子関係の作業 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

 

 
 

 

 

 

関連する運用手順の概要を添付資料 Doc.No. に示す。 

 

   

HR-4  高所作業における要

員の墜落、工具等の落下 

4.1 高所作業 

注：高所作業台の設計はユニ

ーク HR に示すこと。 

 

a) 射場での高所作業（2m 以上)を実施しない。

（検証不要） 

 

 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

4.1.8.2 保護具   

4.1.8.7 高所作業 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

注 2：既存または市販品の GSE/AGE を使用

する場合は、その定格範囲内で使用できるこ

との確認を含むこと。 

 

  

 4.2 工具等の落下 a) 工具を使用しない、または、ハザードにならな

い場所で作業する。 

（検証不要） 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.8.4 工具等の管理 

 

 

 

HR-5  重量物運搬作業での

吊上げ物の落下、衝突 

 

a) 射場で１個あたり 20kg 以上の物品のハンドリ

ングを実施しない。（検証不要） 
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注：重量物運搬に係る機器の

設計はユニーク HR に示

す。 

 

b) 以下の全てに適合する。 

b)-1 重量物運搬時の 1 人あたりの負荷が 20kg

未満とする。 

b)-2 JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.2 保護具   

4.1.8.4 工具等の管理   

4.2 輸送／運搬／機材ハンドリング装置 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

注 2：既存または市販品の GSE/AGE を使用

する場合は、その定格範囲内で使用できるこ

との確認を含むこと。 

 

  

 

 

 

HR-6  バッテリ破裂・電解液

リーク 

6.1 民生用リチウムイオン電

池 

 

注：民生用とは、UN 勧告適

合品であること。 

注：使用するバッテリと搭載

コンフィギュレーションの

概要を添付すること。 

 

a) 民生用リチウムイオン電池を搭載しない。（検

証不要） 

 

 

 

 

b) 以下の全てに適合する。 

b)-1 内部短絡、密封性、セル絶縁不良 

耐環境性試験によりセルの健全性を検証

するため、CSA-108024「民生用バッテリの

安全設計ガイドライン」に適合する。  

 

 

 

 

 

b)-1-1 適合の検査 

ステータス：OPEN(Doc, No セル/バッテリ メーカ認証状) 

ステータス：OPEN(Doc, No セル UN 勧告適合書) 

b)-1-2 セル/バッテリ環境試験 

ステータス：OPEN(Doc, No EM セル/バッテリ 環境試験計画書 報告書) 

ステータス：OPEN(Doc, No FM セル/バッテリ 環境試験計画書 報告書) 

 

b)-2 バッテリ負荷側短絡 

b)-2-1または b)-2-2のどちらかに適合する。 

b)-2-1 少なくとも 2 つの保護機能（PTC、セ

パレータシャットダウン機能等）を持つセル

を使用する。 

 

 

 

 

 

b)-2-1-1 図面の検査 

ステータス：OPEN(Doc, No セル/バッテリ 保護機能図) 

b)-2-1-2 機能試験 

ステータス：OPEN(Doc, No セル/バッテリ 保護機能試験計画書 報告書) 

b)-2-1-3 バッテリ環境試験 

ステータス：OPEN(Doc, No EM バッテリ 環境試験計画書 報告書) 

ステータス：OPEN(Doc, No FM バッテリ 環境試験計画書 報告書) 
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b)-2-2 負荷側を二重絶縁する。 

 

 b)-2-2-1 図面の検査 

ステータス：OPEN(Doc. No. 二重絶縁仕様書) 

b)-2-2-2 フライト品の検査 

ステータス：OPEN(Doc. No. 検査記録) 

b)-2-2-3 バッテリ環境試験 

ステータス：OPEN(Doc, No EM バッテリ 環境試験計画書 報告書) 

ステータス：OPEN(Doc, No FM バッテリ 環境試験計画書 報告書) 

b)-3 過充電 

b)-3-1 推薬充填後またはロケット搭載時に

補充電を実施しない。 

 

  

b）-3-1 射場での運用計画書の確認 

ステータス：OPEN（Doc.No. 射場作業計画書） 

 

使用するバッテリとその搭載コンフィギュレーションの概要を添付資料 Doc.No.に示

す。 

b)-3-2 フェアリング開頭後に太陽光照射さ

れても太陽電池パネルが露出していないた

めバッテリ充電されない。 

 

 b)-3 -2-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc. No. 設計図面） 

b）-3-2-1 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc. No. 検査記録） 

 

6.2 民生用 NiMH 電池 

 

 

注：使用するバッテリと搭載コ

ンフィギュレーションの概

要を添付すること。 

 

a) 民生用 Ni-MH 電池を搭載しない。（検証不

要） 

 

 

 

 

b) 以下の全てに適合する。 

 

b）-1 電池を露出した状態で充電しない。 

 

 

 

 

 

b）-1-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b）-1-2 フライト品の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

b）-1-3 充電手順の確認 

ステータス：OPEN(Doc.No 充電手順書) 

 

b)-2 短絡 

b)-2-1またはb)-2-2のどちらかに適合する。 

b）-2-1 短絡による電池の過熱が、隣接する

機器（火工品、推進薬等）に影響を与えな

い。 

 

 

 

 

b）-2-1 近傍の以下の機器が熱により影響を受けないことを解析で検証 

   

ステータス：OPEN（Doc.No 電池過熱の影響解析書） 

 

使用するバッテリとその搭載コンフィギュレーションの概要を添付資料 Doc.No.に示

す。 
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b)-2-2 二重絶縁により短絡を防止する。 

 

 b)-2-2-1 図面の検査 

ステータス：OPEN(Doc. No. 二重絶縁仕様書) 

b)-2-2-2 フライト品の検査 

ステータス：OPEN(Doc. No. 検査記録) 

 

HR-7  酸欠による窒息 

 

a)あるいは b)のどちらかに適合すること。また、

必要に応じ c)に適合すること。 

 

a) 射場で酸欠の恐れのある環境下での作業を

計画しない。（検証不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

4.1.2.2 危険雰囲気区域に対するその他の要

求 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料に

示すこと。 

 

 

 

 

c) スケープスーツ着用作業がある場合、以下を

満足する。 

 c-1) 射場設備側で事前点検された呼吸空気

供給系（冗長系の確認を含む）を使用 

 c-2) 呼吸空気供給系の事前点検 

 c-3) 呼吸空気供給時の退避 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-8  騒音 a) 射場で騒音の発生する環境下での作業を計

画しない。（検証不要） 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007,に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

4.1.8.2 保護具   
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

4.1.6 騒音 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

 

 

 

HR-9  高温、低温表面によ

る要員負傷 

 

a) 衛星／ＡＧＥ等に高温部位、極低温部位は存

在しない。（検証不要） 

 

 

 

 

 

b) 露出した高温、低温表面がない設計とする。 

 

 

 

 

c) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

 

4.1.8.2 保護具 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

  

 

関連する運用手順の概要を添付資料 Doc.No. に示す。 

 

HR-10  レーザ 

 

注：  JIS C6802 class 3B 以

上はユニーク HR に示す。. 

 

a) 衛星／ＡＧＥ等にレーザーを使用しない。（検

証不要） 

 

 

 

 

b)  JIS C6802 に基づく設計、運用 

 

 

 

 

 

 

HR-11. 鋭利な端部、角、突

起 

 

注：新規に開発するハードウ

エアに適用する。民生機

器は対処済みであるため

除く。 

 

a)あるいは b)のどちらかに適合すること。また、

必要に応じ c)に適合すること。 

a)  社内基準等に基づくバリ除去（適切な品質

管理に基づく製造工程であれば検証不要） 

 

b)  適切にバリ・鋭利な端部等を除去する設計と

する。 

 

c) 処理できない鋭利な端部や突起等がある場

合、適切な運用手順（カバー、保護具等によ

る）を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ) バリ、鋭利な端部のないことを検査にて確認する。 
ステータス：OPEN（Doc.No 検査成績書） 
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

HR-12.  地震 

 

 

注：新規に開発するGSEの設

計はユニーク HR に示す。 

 

a) 以下の全てに適合すること 

a)-1  JERG-1-007 に基づく運用。 

4.1.1.4.4 津波及び地震 

  

a-1) 射場運用計画書の確認 
ステータス：OPEN（Doc.No. 射場運用計画書） 

a)-2  2m 以上の高所作業、および 20kg 以上の

物品のハンドリングを実施する場合、以

下を満足する。 

 a）-2-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-2-2 フライト品/AGE 等の検査。 
ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

- 地震による衛星／AGE 等及び要員の落

下、転倒、移動、衝突を防止する。また、

適切な運用手順を設定する。 

 

注：民生機器あるいは既存の GSE/AGE を使

用する場合は、その定格範囲内で使用できる

ことの確認を含むこと。 

 

  

 

HR-13. ワイヤ加熱・損傷 a) 電池を搭載しない。（検証不要） 

 

  

b) CSA-112051「電気系の安全設計（ワイヤサイズ）に

ついての要求解釈」に適合する。 

 

 CSA-112051「電気系の安全設計（ワイヤサイズ）についての要求解釈」に基づくワイ

ヤサイズの検証 

ステータス：OPEN（Doc. No ワイヤサイズ検討書） 

 

14. ユニークハザード 

 

上記以外のユニークハザード、または、上記

HR-1～HR-12 のスタンダードハザードに対して、

本様式に規定するハザード制御を適用できない

もの。 

  

a) フライトシステムの構造破壊   

b) 火工品の意図しない点火   

c) 展開機構の意図しない展開   

d) 圧力システムの破裂、爆発   

e) 推進薬の漏洩、爆発   

f) バッテリの破裂、爆発、火災   

g) 重量物ハンドリング機器等の不適切な設計

による落下・転倒 

  

h) 高所作業台等の不適切な設計による人員、・

工具の落下 

  

i) 有害流体の漏洩   

j) 電波放射   
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

   

注：上記以外にハザードが識別される場合は、

以下に記述すること。 
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JAXA スタンダードハザードレポート 記述方法 

 この様式は、ハザード及びその制御がペイロードによらず共通で識別されるものを中心に整理したものである。本様式の記述方法を以下に示す。 

A. 審査フェーズ 

 対象システムのフェーズを記入する。 

 

B. 日付 

 本様式の起草又は改訂が完了した日付を記入する。 

 

C. ペイロード名称 

 対象システムの名称を記入する。 

 

D. 打上号機 

 打ち上げを予定している輸送機の名称・号機を記入する。 

 

E. 承認 

 JAXA システム安全審査部会に提出する前に、該当するフェーズの「契約の相手方」欄及び「ペイロード開発部門」欄に日付及びプロジェクト担当責任者又はシステム安全プ

ログラム責任者の氏名を記入する。前フェーズまでの承認欄には、前フェーズ審査で承認済みの HR 承認欄を参照し、日付及び氏名をタイプアップすること。 

 

F. ハザードの説明 

 本様式に示したハザードが対象システムで識別される場合、標準ハザードと扱い本様式に基づき文書化が可能である。HR-1～HR-11 に含まれないハザードは JMR-001 ま

たは JMR-002 に示す様式のハザードレポートを起草すること。その際、「13.ユニークハザード」に示される該当項目(a)～j))のチェックボックスにチェックを入れ、「検証手段、源

泉データ、ステータス」欄に該当するハザードレポート番号を記述すること。a)～j)のハザードに含まれない場合は k)以降を追加する。 

なお、ユニークハザードレポート番号は 100 以上の番号を付与すること。（スタンダードハザードレポート番号（2 桁）と区別するため。 

 

G. ハザード制御 

標準ハザードに対する受け入れ可能なハザード制御を示している。示されたハザード制御を採用できれば当該ハザードに対する安全性は受け入れ可能と判断される。 

 

H. 適合性 

採用するハザード制御のチェックボックスにチェックを入れる。該当するチェックボックスをダブルクリックし、「既定値の設定」の「オンにする」にすると、チェックボックスにチェ

ックが入る。 

なお、特記がない限り、示された制御のいずれかひとつに適合すればよい（全てに適合する必要はない）。特記がある場合はそれに従って適合性を示すこと。適合できない

場合は、ユニーク HR を起草すること。 

 

I. 検証手段、源泉データ、ステータス 

採用したハザード制御に対する検証手段、源泉資料名・番号を記載すること。なお、赤字で記述例を示しているものは、適宜修正すること（ステータスの Doc.No を実際の源泉

資料の資料番号に書き換える、等）。 
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解説の表示方法 

 ハザード制御の適合性を示すに当たり、制御の意図をより明確にするために解説を記載した。解説を表示する方法は以下を参照のこと。 

 
 

 

 

解説を表示させるには、何

れかをクリックしてくだ

さい。 



添付2-1 

添付２ リスク最小化設計を適用可能な条件となる設計基準等 

 

以下に示す機構等が設定した設計基準等に基づき適切に設計したことを検証データをもって示すこと

ができる場合リスク最小化設計とすることができる。文書は適用時の最新版を用いること。 

 

（１）構造体 

JERG-2-320 構造設計標準 

CSA-110010 TI-6AL-4Vファスナ使用時の構造安全設計・検証に係る留意事項 

CSA-111030 ロケットペイロード安全解析における構造強度検証の考え方 

CSA-112023 公募相乗り衛星における応力腐食割れへの対応ガイドライン 

 

（２）圧力容器、圧力配管等 

JERG-0-001 宇宙用高圧ガス機器技術基準 

高圧ガス保安法 

 

（３）火工品 

JMR-002 ロケットペイロード安全標準 5.5 火工品システム 

 

（４）材料適合性、材料可燃性 

JMR-002 ロケットペイロード安全標準 5.1.3 使用材料 

      5.3 推進システム 

      5.4 圧力システム 

      5.10 地上支援装置（GSE） 

 

（５）一部のメカニズム(機構品) 

CSA-111006 ロケットペイロードの機構に対するシステム安全上の取り扱い 

CSA-112040 小型衛星非金属ワイヤに関するチェックリスト 

 

（６）爆発性危険雰囲気 

CSA-109009 “JMR-002B5.2.2.3爆発性危険雰囲気内で使用する電気機器への要求”の解釈 

 

（７）電気系 

JERG-2-213 絶縁設計標準 

CSA-108024 民生用バッテリの安全設計ガイドライン 

CSA-112026 JMR-002B 5.6.3 リチウムイオンバッテリに対する安全要求の解釈 

CSA-112051 電気系の安全設計(ワイヤサイズ)についての要求解釈 

 

（８）その他、その内容が妥当であり受け入れ可能なリスクまで低減できることが確認できる基準 
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